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はじめに 

府中市男女共同参画推進協議会（以下、「協議会」と言います。）は、令和５年（２

０２３年）５月１８日付で、府中市長から２年間の任期で「府中市男女共同参画計画

の推進について評価・検証を行うこと」、「府中市男女共同参画センターの事業計画及

び運営に関することについて検討を行うこと」、「府中市男女共同参画市民企画講座の

選考について」、「その他男女共同参画の推進に関し、市長が必要と認めること」の４

点について、検討を行い、答申するよう諮問を受けました。このうち、「府中市男女共

同参画計画の推進について評価・検証を行うこと」及び「府中市男女共同参画センタ

ーの事業計画及び運営に関することについて検討を行うこと」並びに「府中市男女共

同参画市民企画講座の選考について」は、年度ごとに報告することとなっております

ので、ご提出します。 

「府中市男女共同参画計画の推進について評価・検証」については「第７次府中市

男女共同参画計画（以下、「第７次計画」と言います。）の策定」及び「府中市男女

共同参画推進状況評価報告書に関する第三者評価」について記載します。 

「府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関することについて検討を行

うこと」については、令和４年度の事業等の総評を行うほか、令和５年度以降の事業

について検討した結果を記載しています。 

「府中市男女共同参画市民企画講座の選考について」は、男女共同参画の推進に寄

与する市民企画講座の評価結果を記載しています。 

最後に、検討結果が「男女共同参画宣言都市」である府中市の施策展開に貢献でき

ることを期待します。 
府中市男女共同参画推進協議会 

会 長  内 海 房 子 
副会長  藤 山  新 
委 員  芦 沢 壮 一 
委 員  漆 原 みつほ 
委 員  大 室 千 里 
委 員  西 條 未 希 
委 員  内 藤 ま り 
委 員  深 澤 眞 紀 
委 員  松 本 千 穂 
委 員  水 橋 佳也子 
委 員  向 井 佐知子 
委 員  横 森 直 樹 
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１ 府中市男女共同参画計画の推進について評価・検証について 
  (1) 第７次府中市男女共同参画計画の策定について 
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第７次府中市男女共同参画計画（案）について 

第７次府中市男女共同参画計画（以下、「第７次計画」といいます。）は、国の「第５次男女共同参

画基本計画（令和２年１２月策定）」、東京都の「男女平等参画推進総合計画（令和４年３月策定）」を

参酌するとともに、第７次府中市総合計画（令和４年３月策定）との整合を図りながら、策定作業を

進めています。 

また、府中市の男女共同参画に係る現状やこれまで第６次府中市男女共同参画計画（以下、「第

６次計画」といいます。）の達成状況、府中市男女共同参画に関する意識調査（以下、｢意識調査｣と

いいます。）（令和５年９月実施）等を踏まえ、府中市男女共同参画推進協議会からの意見を踏まえ

検討していくものとします。 

 

１．計画の基本理念                                              

日本国憲法は「個人の尊厳と両性の本質的平等」（第24条）を理念に、性による差別をはじめと

する一切の差別を禁止し、すべての国民は「法の下に平等」（第14条）であり、その基本的人権を

「侵すことのできない永久の権利」（第11条）として保障しています。 

また、男女共同参画社会基本法は、「男女の人権の尊重と男女が対等な立場で責任を担う社会

の実現」に向け、国、地方自治体及び国民の責務を明示して、社会のあらゆる場においての男女共

同参画の実現をうたっています。 

第７次計画は、第６次計画と同様に日本国憲法及び男女共同参画社会基本法を基本理念とし、

男性も女性も、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる「男女共同参

画社会」の実現を推進します。また、男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と

密接な関係を有していることを鑑み、第７次計画の推進が国際理解の醸成にもつながると考えま

す。 

 
 

２．計画の期間                                                 

本計画の期間は国の「第５次男女共同参画基本計画」、東京都の「男女平等参画推進総合計画」

と同様に５か年とし、計画期間は令和７年度（2025年度）～令和11年度（2029年度）とします。 

 

 
令和 

３年度 

令和 

４年度 

令和 

５年度 

令和 

６年度 

令和 

７年度 

令和 

８年度 

令和 

９年度 

令和 

10 年度 

令和 

11 年度 

国          

東京都          

府中市          

※国：男女共同参画局   
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３．計画の構成と進行管理                                         

（１）計画の基本的考え方には、「基本理念」、「基本目標」を位置づけます。 

（２）計画を着実に進行するため、施策（事業）の推進目標として数値目標を設定します。 

（３）第７次計画を遂行するための具体的な事業については、毎年度関係部課で予定している事業

計画を体系的に集約し、緊密な連携を図りながら、効果的に推進します。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

４．計画の性格                                                

第７次計画は、府中市婦人行動計画、府中市女性行動計画、第３次～第５次及び第６次府中市男

女共同参画計画（以下、「第６次計画」といいます。）を引き継ぎ、府中市総合計画を上位計画として、

府中市男女共同参画推進協議会の報告書や市民の意見を尊重して策定するものです。 

 

国 

 男女共同参画社会基本法  配偶者暴力防止法  女性活躍推進法  その他 

 ▼  ▼  ▼  ▼ 

 第５次男女共同参画 

基本計画 
 

配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等のための施策
に関する基本的な方針 

 女性の職業生活における活
躍の推進に関する基本方針 

 ・困難な問題を抱え

る女性への支援に関

する法律 等 

         

都  東京都男女平等参画推進総合計画 

         

市 

 府中市第７次男女共同参画基本計画 

   ▲ ▼     

 部門別計画   産業、健康づくり、地域福祉、子ども・子育て、教育、環境、まちづくり、コミュニティ など 

   ▲ ▼     

 第７次府中市総合計画 －きずなを紡ぎ 未来を拓く 心ゆたかに暮らせるまち 府中 

 

 

  

１  

基 本  

理 念  

２ 

基本目標 

（３つの柱） 

３ 

施策の展開 

計画の基本的考え方 
具体的な施策・事業 
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５．男女共同参画を取り巻く現況 －世界・国・東京都の動向－                   

 世界の動向  

■新型コロナウイルス感染拡大による陰のパンデミック（世界的大流行） 

2020年４月、国連は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で家庭内暴力が急増していると指摘、

「国家規模で女性に対する暴力の防止と救済を重要項目とする」、また、「女性に対する暴力という

陰のパンデミックが拡大」との声明を発し、女性のためのシェルターやヘルプライン機能を周知し、

オンライン・SNSを利用した社会支援の強化を提言しました。 

■国際女性会議ＷＡＷ！2022の開催 

国際女性会議ＷＡＷ！2022が2022年12月３日に開催されました。今回の会合では、あらゆ

る政策にジェンダーの視点を取り入れる「ジェンダー主流化」の観点から、10の分科会が設置され、

加えて設けられた地方及び若者をテーマとした２つの特別セッションにおいて幅広い議論が行われ

ました。 

■世界水準と我が国の格差（ジェンダー・ギャップ指数） 

ジェンダー・ギャップ指数（ＧＧＩ）はスイスの世界

経済フォーラムが独自に算定する４分野（経済、教

育、健康、政治）の指標から構成された、男女格差

を図る指数です。 

2023年、日本は総合125位（146か国中）で、

前年（116位/146か国中）から下がり、先進国の中

では非常に低く、特に経済・政治分野が課題となっ

ています。 

（内閣府男女共同参画局ＨＰを参考に作成） 

■Ｇ７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合 

2023年５月のＧ７広島サミット（首脳国会議）開催に合わせて、６月24日（土）・25日（日）にはＧ

７栃木県・日光男女共同参画・女性活躍担当大臣会合が開催されました。国際社会が直面する男女

共同参画や女性活躍等に関する様々な課題や各国の取組について議論を行いました。 

 

 国の動向  

■第５次男女共同参画基本計画の策定（計画期間 令和２年～７年） 

国では「男女共同参画社会基本法」に基づき、令和２年12月に「第５次男女共同参画基本計画～

すべての女性が輝く令和の社会へ～」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染拡大の影響に関す

る視点の追加、誰でもわかりやすい計画づくり、策定プロセスの強化が特徴となっており、ＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）達成に向けた取組等も追加されています。 
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■コロナ下の女性への影響と課題に関する研究報告 

令和３年４月、コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会から、ＤＶ相談件数（令和２年４月

～令和３年２月）は同月前年度の1.5倍となり、民間NPO等からは若い女性の生活困窮、家庭内で

の問題が悪化するなど深刻な相談が増加している状況が報告されました。就業者数も男女ともに

大幅に減少、特に女性の減少幅が大きく、コロナ下での移動制限により宿泊業や飲食業のサービス

業に大きな影響が出ています。 

■政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の改正 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律が令和３年６月16日

に公布・施行されました。 

この法律では、基本原則として男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すこと等を

定めており、政党は男女の候補者数の目標設定に努めるものとされています。また、国及び地方公

共団体は、セクハラ・マタハラへの対応を始めとする環境整備等の施策の強化をすることが明記さ

れています。 

■女性デジタル人材育成プラン 

ＤＸ推進の中、コロナ下における女性の就労支援や女性の経済的自立、デジタル分野におけるジ

ェンダー・ギャップの解消等を目的に令和４年４月26日に「女性デジタル人材育成プラン」が決定さ

れました。スキル向上、就労支援の両面から今後３年間集中的に女性デジタル人材育成に取り組む

としています。 

■こども家庭庁の創設 

子どもに関する取組・政策を真ん中に据えた社会の実現を目指し、新たな推進体制としてこども

家庭庁が令和５年４月１日に創設されました。令和５年６月13日に閣議決定された「こども未来戦略

方針」では、基本理念として「社会全体の構造・意識変革」などがあげられ、子育て世代の働き方改

革の推進と育休制度等の強化に取り組むとしています。 

また、今後３年間で取り組む加速化プランでも、「共働き・共育ての推進」などがあげられ、育休制

度の制度と給与面を抜本強化し、男性の育休取得を促進するとしています。 

■困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（議員立法）が令和４年５月に成立しました。新

法は売春防止法から婦人保護事業を抜き出して刷新したもので、「性的な被害、家庭の状況、地域

社会との関係性その他の事情」により困難な問題を抱える女性の福祉の増進を図るとしています。

施行は令和６年４月１日で、国の基本方針を踏まえ、都道府県には施策の実施計画を作る義務が、

市町村には努力義務があります。 

■2025年大阪・関西万博における「女性活躍推進」 

ＳＤＧｓ達成を目指す上で、女性活躍や多様性の実現は重要なテーマと捉え、2025年大坂・関西

万博では「女性活躍推進館（仮称）」が設置されます。出展は官民共同参画プロジェクトとし、女性活

躍の状況を発信するほか、ジェンダー平等に関する展示を行う予定となっています。 



 

8 

 東京都の動向  

■東京都パートナーシップ宣誓制度の運用開始 

令和４年11月１日、多様な性への理解を深めて、性的マイノリティの人々が暮らしやすい環境づく

りにつなげる制度として運用が始まりました。 

■東京都男女平等参画推進総合計画の策定（計画期間 令和４年度～令和８年度） 

従来からあった「男女平等参画のための東京都行動計画」（現「東京都女性活躍推進計画」）及び

「東京都配偶者暴力対策基本計画」の両計画を改定した総合計画として、「東京都男女平等参画推

進総合計画」を平成29年３月に策定しましたが、社会情勢の変化等により新たに生じた課題への取

組などを踏まえ令和４年３月に改定した計画を策定しました。 

■東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例の制定 

いかなる種類の差別も許されないという、オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念が広く

都民等に一層浸透した都市となることを目的として、平成30年10月に制定された条例の第2章で

は、「多様な性の理解の推進」においては、性自認及び性的指向を理由とする不当な差別の解消並

びに啓発等の推進を図るとされています。この条例に基づいて、令和元年12月には、「東京都性自

認及び性的指向に関する基本計画」が策定されました。 

 

 

６．計画の目標                                                  

第７次計画の目標については、第６次計画の目標を踏まえつつ、国・東京都の計画との整合を図

る観点から、次の３つを基本目標とし、総合的な施策の展開を図ります。 

基本目標Ⅰ ワーク・ライフ・バランスの実現と女性活躍の推進  

基本目標Ⅱ 男女共同参画の推進に向けたマインドチェンジ 

基本目標Ⅲ 人権が尊重される社会の構築   

 

 

７.配偶者暴力対策基本計画及び女性活躍推進計画等について                   

第６次計画を引き継ぎ、第７次計画に第３次配偶者暴力対策基本計画を策定（内包）し、暴力の

根絶に向けた取組の推進、被害者に対する支援の充実、自立支援体制の確立を図ることとします。

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成27年８月制定）」に基づき、府中市

における第２次女性活躍推進計画についても同様に第７次計画に位置づけ、女性の活躍に向けた

取組の推進を図ることとします。 

さらに、「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」については、各施策を通じて官民連

携による体制を目指し、取組を進めます。 
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８.計画の体系（案）について                                      

第７次計画の具体的な体系図（案）は、国、東京都の計画をもとに、基本目標を３本の柱とした体

系とします。施策については、今後、関係各課への調査を実施し、見直しを図ります。 

 

 

 

 

第６次府中市男女共同参画計画の体系 第７次府中市男女共同参画計画の体系案

目標Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画 基本目標Ⅰ　ワーク・ライフ・バランスの実現と女性活躍の推進

課題１ 社会・地域における様々な分野での女性活躍を推進する環境づくり 課題１ 社会・地域における様々な分野での女性活躍を推進する環境づくり

（１） 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 施策（１） 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

（２） 地域活動における男女共同参画の推進 施策（２） 地域活動における男女共同参画の推進

（３） 安全・防災対策の推進 施策（３） 安全・防災対策の推進

課題２ 労働の場における男女共同参画 課題２ 男女共同参画に関する労働の場における環境づくり

（１） 就業のための支援 施策（１） 就業のための支援

（２） 職場での女性の活躍推進 施策（２） 職場での女性の活躍推進

（３） 市職員の男女共同参画の推進 施策（３） 市職員の男女共同参画の推進

課題３ 仕事と生活の両立支援

課題３ 教育の場における男女共同参画 施策（１） 職場と家庭における環境づくり

（１） 学校における男女共同参画の推進 課題４ 子育て支援・介護支援

課題４ 市民協働における男女共同参画 施策（１） 保育サービス等の充実

（１） 市民活動の支援と人材育成 施策（２） ひとり親家庭への支援

課題５ 国際社会への貢献 施策（３） 地域での子育て支援

（１） 国際理解と国際交流の推進 施策（４） 高齢者・障害者・介護者支援等の充実

目標Ⅱ　ワーク・ライフ・バランスの推進 基本目標Ⅱ　男女共同参画の推進に向けたマインドチェンジ

課題１ 仕事と生活の両立支援 課題１ 男女共同参画意識の普及・啓発

（１） 職場と家庭における環境づくり 施策（１） 広報・啓発活動の充実

課題２ 子育て支援・介護支援 施策（２） 情報の収集・提供

（１） 保育サービス等の充実 施策（３） 推進体制の充実

（２） ひとり親家庭への支援 課題２ 教育の場における男女共同参画の意識啓発

（３） 地域での子育て支援 施策（１） 学校における男女共同参画の推進

（４） 高齢者・障害者・介護者支援等の充実 課題３市民協働における男女共同参画の取組

施策（１） 市民活動の支援と人材育成

目標Ⅲ　人権が尊重される社会の形成 ＊「課題５ 国際社会への貢献」は施策の展開には位置づけない

課題１ 配偶者等からの暴力の防止

（１） 暴力の根絶に向けた取組の推進 基本目標Ⅲ　人権が尊重される社会の構成

（２） 被害者に対する支援の充実

（３） 自立支援体制の確立 課題１ 配偶者等からの暴力の防止

施策（１） 暴力の根絶に向けた取組の推進

課題２ 人権の尊重 施策（２） 被害者に対する支援の充実

（１） 家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進 施策（３） 自立支援体制の確立

（２） セクシュアルハラスメント等防止の推進

（３） 性的マイノリティヘの理解促進と支援 課題２ 人権の尊重

（４） 平和・人権意識の啓発の推進 施策（１） 家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進

課題３ 生涯を通じた健康支援 施策（２） セクシュアルハラスメント等防止の推進

（１） 性別・年代別に応じた健康保持・増進支援 施策（３） 性的マイノリティヘの理解促進と支援

課題４ 相談体制の充実 施策（４） 平和・人権意識の啓発の推進

（１） 相談窓口の充実 課題３ 生涯を通じた健康支援

施策（１） 性別・年代別に応じた健康保持・増進支援

課題４ 相談及び支援体制の充実

目標Ⅳ　男女共同参画社会づくり 施策（１） 相談窓口の充実

課題１ 男女共同参画意識の普及・啓発

（１） 広報・啓発活動の充実 課題●　困難を抱える女性への支援

（２） 情報の収集・提供 ＊施策の展開への位置づけは、東京都の動向から来年度検討

（３） 推進体制の充実

女性活躍推進計画 女性活躍推進計画

配偶者暴力対策推進計画

配偶者暴力対策推進計画
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■府中市男女共同参画に関する意識調査の概要 

（１）調査の目的 

「第７次府中市男女共同参画計画」の策定にあたり、市民の男女共同参画社会に関する意

識や意見・要望等を把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的として実施した。 

 
（２）調査方法 

【調査方法】 

・郵送による配布 

・郵送または WEB サイトでの回収（選択） 

 

【回答者数】 

標本数： 2,000 票 

回収数： ６９１票（紙回収 453 票、 WEB 回収 23８票） 

回収率： ３４.６％ 

有効回答票： ６８２票 

有効回答率： 34.1％ 

 
（３）アンケートの設問項目（抜粋） 

■ 回答者について                

Ｆ1 性別 4 

Ｆ２ 年齢 4 

■ あらゆる分野における男女共同参画について                

問 1 ①～⑦の分野において男女の地位・立場は平等になっていると思うか 4 

問 2 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について ５ 

問 7 見聞きしたことのある言葉について 6 

■ 仕事と生活の調和について               

問 12 ワーク・ライフ・バランス実現のために市に望むこと 7 

■ 人権が尊重される社会の形成について                

問 15 DV・デート DV の対策や防止のため、市で必要な施策 8 

問 17 セクシュアルマイノリティの人権を守るために必要な方策 9 

■ 府中市の施策について               

問 18 「府中市男女共同参画センター フチュール」を知っているか 10 

問 20 府中市は女性が活躍できる都市だと思うか 11 

問 21 
自分らしく豊かに生きることのできる社会を実現させるため、 
市に力を入れてほしいこと 

12 

問 22 市の男女共同参画や男女共同参画全般についての自由意見 13 

※各設問のＮ=〇〇は回答者の母数を表しています。 
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（４）アンケート結果概要 

  

用語の認知度 

１位「パワハラ」 

95.0％ 
 

POINT ３          p.6 

POINT １          p.4 
「学校教育の場」は 
男女が「平等」と考える人が 

44.7％ 

‣様々な分野のなかでも、「学校教育の

場」の「平等」割合が高い。 

２位「セクハラ」 

94.0% 

３位「ジェンダー」 

89.１% 

 

「政治の場」は「平等」が 

6.0％ 

POINT 2          p.5 ‣男性の方が「賛成」と考える人が多い。 

 20～30 歳代で「反対」と考える人が多い。 

賛成と考える人は 

22.7％ 

「夫は外で働き、妻は家庭を守る」 
という考えに反対な人は 

68.１％ 

最下位は「リプロダクティブ・ヘルス

／ライツ」で 6.5％ 
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POINT 4          p.8 

市に力を入れてほしいことは 

１位「柔軟な働き方を 

選択できる環境整備」 

59.8％ 

POINT ６          p.12 

２位「育児や介護をする人の 

負担軽減」 

３位「男女平等を目指した 

法律・制度の制定や見直し」 

POINT 5          p.10 
男女共同参画センター 
「フチュール」の認知度は 

34.5％ 

‣男性の方が認知度が低い。 

20 代の認知度が低く、 

30～70 歳以上は認知度がほぼ均等。 

利用割合は 6.３％ 

ＤＶなどの対策として必要な市の施策 

１位「相談環境・ 
相談方法の整備」 

79.0％ 

２位「被害者の安全を守る 

体制の確立」 

３位「被害者を一時保護する 

施設（シェルター）と連携」 
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■ 回答者について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ あらゆる分野における男女共同参画について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

問 1 ①～⑦の分野において男女の地位・立場は平等になっていると思うか 

※無回答・無効は省略 

全体 

6.9%

12.8%

2.5%

10.6%

47.5%

15.1%

27.9%

40.8%

39.6%

16.1%

35.8%

36.7%

34.8%

52.9%

36.4%

28.4%

44.7%

24.0%

6.0%

28.2%

10.1%

7.8%

5.4%

2.8%

2.5%

2.1%

6.5%

1.5%

1.0%

1.0%

0.3%

0.4%

0.6%

1.8%

0.7%

5.7%

10.6%

30.9%

24.8%

5.4%

12.3%

6.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活の場

②職場

③学校教育の場

④地域社会（自治会・町会）

⑤政治の場

⑥法律や制度上

⑦社会通念・慣習・しきたり

など

男性の方が非常に優遇 どちらかといえば男性の方が優遇
平等 どちらかといえば女性の方が優遇
女性の方が非常に優遇 わからない

‣各分野で「平等」の割合が最も多いのは「③学校教育の場」で 44.7％。 

‣「平等」の割合が低いものは「⑤政治の場」で 6.0％、 

「⑦社会通念・慣習・しきたりなど」で 10.1％。 

Ｆ１ 性別 Ｆ２ 年齢 

男性

42.7％女性

56.3％

その他

0.1％

無回答

0.1％
回答したくない

0.7％
（Ｎ=5)

0.4%

6.6%

12.9%

21.1%

27.0%

15.0%

16.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

18～19歳

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳

60～69歳

70歳以上

※無回答・無効は省略 

（Ｎ=682） 

（Ｎ=682） （Ｎ=682） 
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‣「どちらかといえば反対」「反対」を合わせた、 

反対と考えている人は 68.１％ 

‣男性は女性より「どちらかといえば賛成」「賛

成」を合わせた、賛成と考えている人が多い。 

‣年齢別では、20～29 歳、30～39 歳で反対

と考えている人が多い。 

問 2 「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について 

性別 

年代別 

賛成

2.2％

どちらかと

いえば賛成

20.5％

どちらかと

いえば反対

33.6％

反対

34.5％

わからない

9.1％

無回答

0.1％
全体 

2.1%

2.1%

23.4%

18.5%

35.1%

32.8%

28.9%

38.8%

10.7%

7.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

(N=291)

女性

(N=384)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない

2.2%

4.5%

2.8%

1.1%

2.0%

1.7%

33.3%

15.6%

10.2%

20.1%

22.8%

19.6%

27.8%

33.3%

33.3%

29.5%

34.0%

32.6%

38.2%

33.9%

33.3%

42.2%

45.5%

33.3%

34.2%

32.4%

27.0%

6.7%

10.2%

9.7%

9.2%

7.8%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～19歳

(N=3)

20～29歳

(N=45)

30～39歳

(N=88)

40～49歳

(N=144)

50～59歳

(N=184)

60～69歳

(N=102)

70歳以上

(N=115)

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない

※無回答・無効は省略 

（Ｎ=682） 
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‣用語の認知度について男性の割合が高く、特に「男女雇用機会均等法」は女性よりも高い。 

 男性（Ｎ=291） 女性（Ｎ=384） 

1 位（％） 
パワー・ハラスメント（95.2） 

セクシュアル・ハラスメント（95.2） 
パワー・ハラスメント（95.1） 

2 位（％） - セクシュアル・ハラスメント（93.5） 

3 位（％） 男女雇用機会均等法（93.8） ジェンダー（89.１） 

4 位（％） ジェンダー（89.3） ストーカー規制法（87.0） 

5 位（％） ストーカー規制法(89.0) ＬＧＢＴ(85.2) 

問 7 見聞きしたことのある言葉について 

性別ごとの順位 

全体 

95.0%

94.0%

89.1%

88.3%

87.7%

84.8%

84.2%

79.6%

73.5%

65.8%

60.9%

46.6%

45.3%

38.4%

34.5%

32.7%

31.8%

11.7%

11.6%

9.5%

6.5%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

パワー・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメント

ジェンダー

男女雇用機会均等法

ストーカー規制法

ＬＧＢＴ

マタニティ・ハラスメント

ＤＶ・デートＤＶ

セクシュアルマイノリティ

男女共同参画社会

ワーク・ライフ・バランス

パートナーシップ宣誓制度

メディア・リテラシー

女性活躍推進法

ダイバーシティ＆インクルージョン

女性差別撤廃条約

配偶者暴力防止法

アンコンシャス・バイアス

ポジティブ・アクション

クォータ制

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ

上記の中で見たり聞いたりした言葉はない

パワー・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメント

ジェンダー

※無回答・無効は省略 

（Ｎ=682） 
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■ 仕事と生活の調和について 
 
 
  

問 12 ワーク・ライフ・バランス実現のために市に望むこと 

‣男性では子育て関係の選択肢、女性は仕事と生活の両立に関する選択肢の割合が高い。 

 男性（Ｎ=291） 女性（Ｎ=384） 

1 位（％） 
高齢者・障害者等を家庭で介護する 

人の負担を軽減するための情報提供等 
（５１.2） 

高齢者・障害者等を家庭で介護する 
人の負担を軽減するための情報提供等 

（65.4） 

2 位（％） 
一時預かり等の保育サービスの充実 

（４５.４） 

男女とも仕事と生活を両立できるようにす
るため、企業、事業所に対して環境整備を 

働きかける（53.9） 

3 位（％） 

地域全体で子育て支援に取り組める 
ような仕組みづくり 

（44.0） 

一時預かり等の保育サービスの充実 
（４３.５） 

 

性別ごとの順位 

全体 

58.8%

49.3%

44.3%

43.5%

22.6%

21.1%

11.7%

11.0%

3.8%

5.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

高齢者・障害者等を家庭で介護する人の負担を軽減す

るための情報提供等を行う

男女とも仕事と生活を両立できるようにするため、企

業、事業所に対して環境整備を働きかける

一時預かり等の保育サービスの充実を図る

地域全体で子育て支援に取り組めるよう

仕組みづくりを進める

性や年代別のニーズに応じた健康支援に

関する情報提供等を行う

身近な就労環境（コワーキングスペース等）

の整備を行う

ワーク・ライフ・バランスへの意識啓発に

関する講座等を実施する

パンフレットやポスターの配布・掲示等により、

事業者・労働者双方への情報提供等を行う

その他

特にない

高齢者・障害者等を家庭で介護する人の負担を

軽減するための情報提供等を行う

男女とも仕事と生活を両立できるようにするため、

企業、事業所に対して環境整備を働きかける

一時預かり等の保育サービスの充実を図る

※無回答・無効は省略 

（Ｎ=682） 
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■ 人権が尊重される社会の形成について 
 
 
  

問１５ DV・デート DV の対策や防止のため、市で必要な施策 
 

79.0%

67.0%

57.9%

55.0%

47.9%

46.0%

31.5%

30.1%

29.5%

28.2%

2.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

相談しやすい環境・相談方法を整備する

被害者の安全を守る体制を確立する

被害者を一時的に保護する施設

（シェルター）と連携する

被害者に対する自立支援（子どもの養育、

住宅の確保、就労支援など）を行う

学校で人権やＤＶ、デートＤＶに関する

理解が深まるような授業を実施する

親しい間柄であっても暴力は人権侵害

であるという意識の啓発をする

加害者にならないための

啓発事業を実施する

被害者支援に携わる人（相談機関

職員など）の意識向上を図る

ＤＶに関する相談や支援策を

多言語で市民に広く知らせる

相談先や相談方法を記載したカードを、

公共施設のひとりで手にとり、読みやすい

ところに配布する

その他

相談しやすい環境・相談方法を整備する

被害者の安全を守る体制を確立する

被害者を一時的に保護する施設

（シェルター）と連携する

※無回答・無効は省略 

全体 

‣男性と女性ともに同様の傾向。 

 男性（Ｎ=291） 女性（Ｎ=384） 

1 位（％） 
相談しやすい環境・相談方法を整備 

（78.7） 
相談しやすい環境・相談方法を整備（79.7） 

2 位（％） 
被害者の安全を守る体制を確立 

（66.3） 
被害者の安全を守る体制を確立（68.0） 

3 位（％） 
被害者を一時的に保護する施設 

（シェルター）と連携 
（54.0） 

被害者を一時的に保護する施設 
（シェルター）と連携 

（61.5） 

 

性別ごとの順位 

（Ｎ=682） 
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問 17 セクシュアルマイノリティの人権を守るために必要な方策 

‣男性では正しい知識の理解促進の選択肢が高くなっている。 

 男性（Ｎ=291） 女性（Ｎ=384） 

1 位（％） 

正しい知識の習得と、理解を深める 
ための教育を学校で行う 

（72.9） 

正しい知識の習得と、理解を深める 
ための教育を学校で行う 

（72.9） 

2 位（％） 
相談・支援体制を充実させる 

（51.2） 

セクシュアルマイノリティであっても不当な 
差別を受けないよう法律や制度を整備する

（57.6） 

3 位（％） 

セクシュアルマイノリティであっても不当な 
差別を受けないよう法律や制度を整備する 

・ 
正しい知識の習得と、理解を深めるため 

の啓発活動を行政が行う 
（47.4） 

相談・支援体制を充実させる 
（47.4） 

 

性別ごとの順位 

全体 

※無回答・無効は省略 

72.9%

53.2%

48.8%

46.2%

33.0%

2.5%

3.8%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

正しい知識の習得と、理解を深める

ための教育を学校で行う

セクシュアルマイノリティであっても不当な

差別を受けないよう法律や制度を整備する

相談・支援体制を充実させる

正しい知識の習得と、理解を深めるため

の啓発活動を行政が行う

パートナーシップ宣誓制度の

周知や支援の充実

その他

特に必要なことはない

正しい知識の習得と、理解を深める

ための教育を学校で行う

セクシュアルマイノリティであっても

不当な差別を受けないよう法律や制

度を整備する

相談・支援体制を充実させる

（Ｎ=682） 
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■ 府中市の施策について 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.1%

8.9%

21.0%

33.6%

75.9%

56.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

(N=291)

女性

(N=384)

施設を利用したことがある 施設を知っているが利用したことがない

施設があることを知らなかった

問 18 「府中市男女共同参画センター フチュール」を知っているか 

‣「施設を利用したことがある」「施設を知ってい

るが利用したことがない」を合わせた、 

施設の認知度は 34.5％ 

‣男性は女性より「施設があることを知らなかっ

た」割合が高い。 

‣年齢別では、20～29 歳で「施設があることを

知らなかった」割合が高く、30 代以降では横

ばい傾向。 

性別 

年代別 

全体 
施設を利用したこと

がある6.3％

施設を知っているが

利用したことがない

28.2％施設があることを

知らなかった

65.0％

無回答0.6％

2.2%

8.0%

6.9%

6.5%

5.9%

6.1%

66.7%

13.3%

29.5%

32.6%

28.3%

25.5%

28.7%

33.3%

84.4%

62.5%

60.4%

64.7%

67.6%

63.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～19歳

(N=3)

20～29歳

(N=45)

30～39歳

(N=88)

40～49歳

(N=144)

50～59歳

(N=184)

60～69歳

(N=102)

70歳以上

(N=115)

施設を利用したことがある 施設を知っているが利用したことがない

施設があることを知らなかった

※無回答・無効は省略 

（Ｎ=682） 
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7.6%

4.2%

23.4%

21.6%

4.1%

9.6%

5.2%

6.5%

59.8%

57.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

(N=291)

女性

(N=384)

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない そう思わない
わからない

問 20 府中市は女性が活躍できる都市だと思うか 

‣「そう思う」「どちらかといえばそう思う」を合わ

せた、女性が活躍できると考えている人は

27.9％ 

‣男性は女性より「活躍できる」と考える割合が

高い。 

‣年齢別では、30～39 歳と 60～69 歳で「活

躍できる」と考える割合がやや高い。 

性別 

年代別 

全体 

※無回答・無効は省略 

そう思う

5.6%

どちらかといえば

そう思う

22.3%

どちらかといえば

そう思わない

7.3％

そう思わない

6.2％

わからない

58.1％

無回答

0.6％

6.7%

4.5%

5.6%

6.5%

4.9%

5.2%

33.3%

15.6%

27.3%

21.5%

22.3%

27.5%

17.4%

4.4%

6.8%

8.3%

6.0%

8.8%

8.7%

33.3%

2.2%

8.0%

5.6%

4.3%

6.9%

7.8%

33.3%

71.1%

53.4%

59.0%

60.9%

52.0%

57.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18～19歳

(N=3)

20～29歳

(N=45)

30～39歳

(N=88)

40～49歳

(N=144)

50～59歳

(N=184)

60～69歳

(N=102)

70歳以上

(N=115)

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない そう思わない
わからない

（Ｎ=682） 



21 

 

 

 

  59.8%

53.7%

42.8%

37.7%

37.1%

36.8%

33.4%

28.2%

28.2%

19.1%

16.1%

14.1%

14.1%

3.1%

2.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

男女ともにライフスタイルやライフステージに応じて

柔軟な働き方を選択できる環境を整備する

育児や介護をする人の負担軽減を行う

男女平等を目指した法律・制度の制定や

見直しを行う

学校で男女平等教育を推進する

職場における男女平等について

周知徹底を行う

女性を意思決定の場に積極的に登用する

女性を取り巻く社会的通念や習慣の中の

偏見や差別を改める広報活動を充実する

男女共同参画に関する情報提供や

交流の場、相談、教育などを充実する

女性の就労機会を増やすことや、

職業教育・訓練を充実する

各国の男女共同参画に関する取組

について、先進事例を紹介する

各種団体の女性のリーダーを養成する

市内在住の外国人の男女共同参画に関する

取組について、情報発信等を充実する

セクシュアルマイノリティへの意識啓発に

関する講座やセミナー等を実施する

その他

特にない

男女ともにライフスタイルやライフステージに応じて

柔軟な働き方を選択できる環境を整備する

育児や介護をする人の負担軽減を行う

男女平等を目指した法律・制度の

制定や見直しを行う

問 21 自分らしく豊かに生きることのできる社会を実現させるため、 
市に力を入れてほしいこと 

‣女性は育児・介護の負担軽減に関する選択肢の割合が高い。 

 男性（Ｎ=291） 女性（Ｎ=384） 

1 位（％） 
男女ともにライフスタイルやライフステージに
応じて柔軟な働き方を選択できる環境を整備 

（５6.4） 

男女ともにライフスタイルやライフステージに
応じて柔軟な働き方を選択できる環境を整備 

（62.8） 

2 位（％） 
男女平等を目指した 

法律・制度の制定や見直し 
（４５.４） 

育児や介護をする人の負担軽減 
（61.5） 

3 位（％） 
育児や介護をする人の負担軽減 

（43.6） 

男女平等を目指した 
法律・制度の制定や見直し 

（40.9） 

 

性別ごとの順位 

全体 

※無回答・無効は省略 

（Ｎ=682） 
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38.5%

31.1%

15.5%

14.9%

13.7%

13.0%

11.8%

8.1%

3.1%

3.1%

1.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

男女平等意識と社会認識

政策や行政の取組

子育て・介護と仕事の両立や働き方

社会進出・キャリア形成

情報発信や啓発

世代間の違いや長期的視点

家庭・教育の役割

男性の役割・意識改革

ジェンダー多様性とマイノリティ

アンケートについて

その他

男女平等意識と社会認識

政策や行政の取組

子育て・介護と仕事の

両立や働き方

 

 

 

‣自由意見を１０項目及びその他の分類により集計すると、 

「男女平等意識と社会認識」「政策や行政の取組」「子育て・介護と仕事の両立や働

き方」についての意見が多い。 

問 22 市の男女共同参画や男女共同参画全般についての自由意見 

※複数の項目にわたる意見は重複して集計 

主な意見 

‣身体差などにより均一に平等は難しいため、「男女」ではなく「個性」や「特性」を生かす 

‣男女の役割意識は依然として残っているが、社会進出する女性の増加とそれに伴い、家

庭での役割が変化してきている 

‣行政の取組や啓発、教育などによる意識改革の必要性と若い世代への教育が重要 

‣長期的な視点を持ち、世代間の意識差を埋める努力も必要 

‣行政の取組として、子育て・仕事の両立支援等による環境づくりが重要 など 

（Ｎ=161） 
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１ 府中市男女共同参画計画の推進について評価・検証について 
  (2) 府中市男女共同参画推進状況評価報告書に関する第三者評価について 
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令和５年度（令和４年度実績） 重点項目一覧（５事業） 

事業項

目番号 事業項目 担当課 ページ 

１ 
全ての審議会等における男女それぞれの構成比率

を40％以上に促進 
政策課 ２６ 

１７ 事業所に対する女性活躍促進の積極的な働きかけ 産業振興課 ３６ 

１８ 女性職員の参画意識の向上 職員課 ３８ 

２２ 男女共同参画センター「フチュール」の運営 多様性社会推進課 ４４ 

６４ 性的マイノリティに関する理解の促進 多様性社会推進課 ７８ 
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「府中市男女共同参画計画推進状況評価報告書」に関する第三者評価については、

令和２年度（２０２０年度）から令和６年度（２０２４年度）までを計画期間とする

第６次計画に掲載している７５の事業項目の中から、５事業を重点項目として選び、

各施策への取組状況の把握と評価及び改善策等の提言を行いました。 

また、重点項目に該当する担当課の中から、事業内容の詳細確認のために産業振興

課を対象にヒアリングを実施しました。事業内容および市内の事業者の男女共同参画

に対する意識、さらに担当課の認識を伺うことができ、市内の事業者への意識啓発に

課題があることが見えてきました。今後は産業振興課及び多様性社会推進課の連携に

より、取組みを進めるようお願いします。 

さて、第三者評価を行った結果、Ｂ評価（良好に進展している）は１事業、Ｃ評価

（現状維持）は２事業、Ｄ評価（やや後退している）は２事業でした。抜本的に制度

を見直し大きく改善した事業がある一方で、積極的な取組みがなされず、改善が見ら

れない事業も複数ありました。 

社会の発展において男女共同参画が必要であるという認識を浸透させるため、今後

も、多様性社会推進課はもとより各担当課が主体となって、市内の男女共同参画の取

組みが前進するよう、当協議会からの提言を次年度以降の事業に反映いただき、「男

女共同参画都市宣言」にふさわしい男女共同参画のまちづくりの実現を積極的に進め

てください。 

 



目　　標 　Ⅰ あらゆる分野における男女共同参画 

課　　題 　１　社会・地域における様々な分野での女性活躍を推進する環境づくり

施　　策 （１）政策・方針決定過程への女性の参画の拡大

取組と実績
担当課
評価

1
重点
項目

政策課

　委員選任時に、女性委員が40％以上となるよう主管課へ呼びか
け、40％未満となっている機関については、登用が難しい理由等
を確認し、是正を促した。（女性委員の割合（全体）：33.85％）
　附属機関等委員の男女比率の適正化に向け、専門アドバイザー
による助言を踏まえ、委員選任時における留意点を整理し、庁内
各課へ女性委員の登用についての通知を発出した。また、庁議及
び課長会議にて女性委員の登用について改めて案内するほか、各
附属機関等の女性比率を共有するようにした。
　委員の選出にあたっては必要に応じて女性人財バンクを活用す
ることにより女性委員の登用に努めた。

２

2①
広聴相談課

　担当課の依頼に基づき、市政世論調査の特設質問として実施し
た。

３

2② 多様性社会推進課

　令和４年度市政世論調査の結果
・家庭における男女のあり方については、「仕事、家事（育児・
介護）の分担は、話し合いや、できる方がする等、柔軟に対応す
る」(68.3%)、「男女とも仕事をし、家事（育児・介護）もする」
(18.9%)となっており、認識としては、性別による役割分担意識に
とらわれない考え方を持つ割合が87.2％と、前年比で0.5ポイント
上昇した。
・女性が長く働くうえで、支障をきたしているものについては、
「家事・育児との両立が難しい」（41.1％）が最も高く、「子ど
もを預ける施設の数やサービスが不足している」（12.0％）が次
に多かった。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

全ての審議会等における男
女それぞれの構成比率を
40％以上に促進

男女共同参画についての調
査

男女共同参画についての調
査

　　いるか

　あらゆる分野において男女それぞれの意見が反映されるよう、政策・方針決定過程の場に
男女が共に参画できるようにします。
　また、審議会等の委員の構成を一方の性別に偏ることのないよう、市民公募枠の活用や新
たな人材を発掘、育成するなど、女性の積極的な登用を推進し、最終的には男女半数を目指
します。
　また、様々な手段による調査等の充実を図り、多くの意見を収集します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝１00％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　令和３年度実績より女性委員の割合は
増加したものの、目標値である40％は達
成できていないため。

　委員の女性比率を区分別にみると、公
募市民では約７割であるのに対し、団体
等代表では約４割、学識経験者では約３
割であった。
　昨年度は、団体等代表者の女性比率は
約３割、学識経験者は約２割であったこ
とから女性比率が増加している一方で、
規則等で委員の職業が決まっている「当
て職」や指定の団体に選出依頼を行う場
合について、そもそも依頼先に女性がい
ない・少ないことにより、女性比率４割
以上となっていない。
　各団体等における管理的立場等として
の女性の活躍が進んでいくことが、本取
組の目標達成に寄与するものと考えられ
ることから、引き続き、これらの取組を
一体のものとして進めていく必要があ
る。

　女性委員の積極的な登用を図るべく、
引き続き職員への周知徹底を行うととも
に、昨年度行われた専門アドバイザーに
よる支援を踏まえ、目標値達成に向けた
具体的な取組について検討を進める。

　担当課の依頼に基づき、男女共同参画
に関する特設質問を設けため。

　引き続き、担当課からの依頼に基づ
き、調査を実施すること。

　引き続き、担当課の依頼に適宜、対応
していく。

　家庭における男女のあり方について、
本来どうあるべきかの割合において、性
別による役割分担意識にとらわれない考
え方を持つ割合増加傾向にあり、これま
での意識啓発事業の成果が出ているた
め。

　家庭内における男女のあり方について
は、性別による役割分担意識にとらわれ
ない考え方が進んでいるが、一方で回答
者の４割以上が女性が長く働くうえで、
家事・育児との両立が難しいと回答して
いるため、家庭内だけでなく地域、社会
全体における男女共同参画の意識啓発が
必要である。

　令和５年度においては、第７次府中市
男女共同参画計画策定に向けた市民意識
調査を実施するため、性別による役割分
担意識等に関する設問を設け、経年比較
を行うとともに、今後の意識啓発事業の
参考とする。

重点項目 評価

１ Ｃ
判定理由及び改善策等の提言

　専門アドバイザーの助言を受け、積極的に各課への働きかけを行っていること、女性人財データバンクを活用していることな
ど、目標達成に向けた取組みをしていることからこの評価としました。
　しかし、女性比率は前年度から大きく改善されておらず、さらなる努力が必要です。規則等の変更も視野に入れるなど、今後
も積極的かつ継続的に女性が管理的立場に登用される環境づくり及び意識啓発の取組みが進められることを期待します。

令和５年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （２）　地域活動における男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

3 地域コミュニティ課

　文化センター圏域コミュニティ協議会委託事業を通じて、地域
の各種団体等の方々と年代を超えた交流とふれあいの輪を広げる
ことを目的に事業を企画した。これまで新型コロナウイルスの感
染対策として事業の中止や縮小開催等の影響を受けてきたが、感
染防止対策を講じながら段階的に開催していった。

　R4　事業数 4,112回 延べ参加者数　155,581人
　R3　事業数 3,438回 延べ参加者数   62,680人
　R2　事業数 2,072回 延べ参加者数   30,749人
　R1  事業数 4,229回 延べ参加者数  271,791人
　
　コミュニティ協議会員男女比
　R4　男性 380人(67％)/女性 187人(33％)
　R3　男性 401人(66％)/女性 204人(34％)
　R2　男性 411人(66％)/女性 215人(34％)
  R1  男性 437人(68％)/女性 202人(32％)
　
　コミュニティ文化祭実行委員会委員男女比
　R4　男性　 3人 (14％)/女性 19人(86％)
　R3　男性　 2人 (10％)/女性 20人(90％)
　R2　男性　 1人 ( 5％)/女性 21人(95％)
　R1  男性   2人 ( 9％)/女性 20人(91％)
　
　ちびっ子ふれあい文化祭実行委員会委員男女比
　R4  男性　 3人 ( 14％)/女性 19人(86％)
　R3  男性　 2人 ( 9％)/女性 20人(91％)
　R2  男性 　2人 ( 9％)/女性 20人(91％)
　R1  男性　 2人 ( 9％)/女性 20人(91％)

３

4 多様性社会推進課

　新型コロナウイルス感染対策として、保育士や利用者の安全を
確保しつつ、定員人数を減らして実施した。

３

5① 協働共創推進課

　市民活動センターにおいて、各種講座、相談、交流会等を実施
し、人材・団体の育成やネットワーク促進、人や団体のコーディ
ネートを実施した。
　市民活動入門・専門講座　252人

２

　生活の基盤である地域において、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに、男女共同参
画の視点に立った地域活動を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

コミュニティ活動等への参
加促進

市主催事業等の開催におけ
る託児支援

ボランティア活動の支援及
び各種講座の充実
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　行事ごとに考えられる感染リスクに応
じた対策を講じて臨んだ。特に大人数が
参加する行事や、ハイリスクとされる高
齢者や子どもを対象にした行事について
は、事業内容や進行方法を変更して交流
の機会の確保に努めた。

　役員が高齢化・固定化しており、新た
に活動に参加する役員が少ない。コロナ
禍での活動休止もあり、これまで積み上
げてきた運営に関する引継ぎも難しく
なっている。
　特にセンターを利用して活動している
自主グループ団体の高齢化が進んでお
り、コロナ禍で活動を控えていた団体の
中では解散した団体もある。

　新型コロナウイルスが五類に分類さ
れ、一区切りを迎えた。変更に伴い、内
容や、参加人数にも影響が出ることが予
想される。これまで感染防止対策を講
じ、様々な制限がある中で活動してきた
が、コロナ禍で試行錯誤を重ねた活動経
験を基に、世間の様相に合ったふれあい
の場を創出していきたい。

　新型コロナウイルス感染状況による
が、感染予防を徹底し、実施できた。

　新型コロナウイルス感染予防をどこま
で徹底するかを検討しながら、実施する
こと。

　新型コロナウイルス感染状況による
が、感染予防を徹底し、実施する。

　講座の内容の質は昨年度と同様に保た
れていると感じるが、講座の参加者が
減ってしまい、啓発は不十分であると感
じたため。

　参加者減少の要因として令和４年度か
ら専門講座の参加費を登録団体以外は２
倍にしたことが考えられるが、一時的な
現象なのか経過を確認しつつ、ニーズに
合った講座を展開できているかも検討す
る必要がある。

　引き続き、各種講座、相談、交流会等
を実施し、人材・団体の育成を継続す
る。

令和５年度
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取組と実績
担当課
評価

5② 文化生涯学習課

　生涯学習センターにおけるボランティア活動室を提供し、生涯
学習ボランティア(悠学の会、陶芸、写真等)の活動支援を行っ
た。生涯学習ファシリテーターを養成するための講座を行った。

ボランティア企画講座
10講座、38回、延439人

生涯学習ファシリテーター養成講座
1講座、  3回、延 52人 ３

5③ 地域福祉推進課

　府中市社会福祉協議会の運営する府中ボランティアセンターへ
補助金を交付し、活動に関する相談・紹介・情報提供・研修等を
実施した。

・ボランティア・協力会員入門研修　103名参加
・ボランティア連絡会　14名参加

３

6 多様性社会推進課

　要望がなかったため実施なし。

２

7 スポーツタウン推進課

　地域でのスポーツ・レクリエーション活動に必要な指導者を派
遣する。　7回　延べ25人

２

8① 文化生涯学習課

　知的障がいのある成人が、有意義な生活や自立への方法と余暇
の充実活動を学び、周りの人々とコミュニケーションを学ぶ講座
として障がい者成人教室を実施した。

講座開催
13回、延べ出席494人 ３

8② 障害者福祉課

　在宅介護サービスを低所得者の方でも利用しやすくなるよう、
サービスの自己負担の1/4を軽減する介護サービス利用料軽減事業
を実施した。
　年度末対象者　3,165人

３

9 高齢者支援課

・シニアクラブが行う社会奉仕活動・文化活動・健康増進活動に
対し補助を行った。
　82クラブ　会員4,914人
　※女性会長は、16クラブ
　※女性会員は、3,096名
・シルバー人材センターが行う公益目的事業に対し補助を行っ
た。
　会員　1,996人
　※女性会員は、675名

３

10 高齢者支援課

　介護予防推進センターや各地域包括支援センターを介護予防の
普及啓発の拠点として、介護予防教室や講座などを実施した。
・介護予防教室利用者数
　介護予防推進センター　2,068人
・フレイル予防講習会
　各地域包括支援センター2,328人

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

ボランティア活動の支援及
び各種講座の充実

ボランティア活動の支援及
び各種講座の充実

ふちゅうカレッジ出前講座
の実施

主的なスポーツ・レクリ
エーション活動への指導者
派遣

障害のある人への自立支援

障害のある人への自立支援

生きがい事業の充実

介護予防への取組の充実
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令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　ボランティア団体による自主的な講座
の企画、記録誌の作成、情報誌の作成等
を行うとともに、パソコン・陶芸講座等
の講師を務めるなど、学習センターの指
定管理者と協働しながら活動した。
　また、学習したことを地域に還元する
人材を育成するための生涯学習ファシリ
テーター養成講座については、市と指定
管理者が協働して内容の改善を図りなが
ら修了者を輩出しているが、その後の活
動の場である生涯学習サポーターの登録
などに結びついていない。

　生涯学習ボランティアの活動支援は、
生涯学習ボランティアの組織と指定管理
者、市のあいだで意見交換を行うなど、
活動の場の拡充に向けて引き続き取り組
んでいく必要がある。
　また、市内大学等の教育研究機関と連
携することでファシリテーター養成講座
の充実を図るとともに、時代にあった内
容の刷新を進める。学習したことを地域
に還元する人材を育成し、生涯学習サ
ポーターをはじめとした「学び返し」の
推進体制を見直していく。

　生涯学習センターを活用し、生涯学習
に関わるボランティア活動を通じて地域
における男女共同参画の場を広げる。

生涯学習ボランティア企画講座
10講座、30回、延500人
生涯学習ファシリテータ養成講座
 1講座、  3回、延 45人

　ボランティア活動をしたい方と必要と
する方との双方の相談に対応し、助言や
連絡調整することで様々なボランティア
活動を支援した。

　引き続き、府中市社会福祉協議会の運
営する府中ボランティアセンターへ補助
金を交付し、新たな人材の登録を推進
し、継続的な活動と技術向上を支援す
る。

　府中市社会福祉協議会の運営する府中
ボランティアセンターへ補助金を交付
し、活動に関する相談・紹介・情報提
供・研修等を実施する。

　要望がなく、実施していないが、ニー
ズに沿った講座を実施するため、男女参
画に関する情報収集を行ったため。

　要望がないこと。 　要望があった場合は、ニーズを把握し
たうえで適切な講座を実施する。

　新型コロナウイルス感染症の影響もあ
り、目標値に届かない結果となったた
め。

　これからも派遣制度の周知を図り、ス
ポーツの生活化を推進していく必要があ
る。

　地域でのスポーツ・レクリエーション
活動に必要な指導者を派遣する。
12回　延べ35人

　ボランティアスタッフを中心に運営し
ており、市民協働の一つの成功事例と評
価できる。
　雨天により一部活動を中止したもの
の、適切な感染症対策を講じながら、ボ
ランティアスタッフと連携し、活動自体
は活発に行われている。

　ボランティアスタッフを中心に運営し
ているため、新たに登録したスタッフの
定着率が低い。

　障がい者成人教室は、障害者が自立し
た地域生活を送ることができるよう講座
内容の充実を図るとともに、市民と協働
で運営するスタッフ活動を通じて男女共
同参画に取り組む。

講座開催　 15回
延べ出席  500人

　新規申請受付や年度更新判定事務によ
り、要件に該当する方に対し認定証を発
行した。また、各種媒体や関係者に対
し、制度周知を引き続き行うことで、支
援が必要な方への制度利用を促した。

　引き続き制度の周知を図り、自立した
生活の実現のために、支援を必要とする
低所得者に制度を利用してもらうことが
求められる。

　事業の性質上、数値目標を設定するこ
とは馴染まない。
　引き続き、市民やケアマネジャー等
に、広報やおとしよりの福祉、ケアマネ
ジャー連絡会等を通じて制度周知を進
め、低所得者の支援につなげていく。

・シニアクラブは、活動団体が一つ減っ
たため計画値を下回ったが、計画どおり
全クラブに補助金を交付した。
　計画値　83クラブ
・シルバー人材センターは、計画値を下
回ったが、会員数は増えており、計画ど
おり補助金を交付した。
　計画値　2,000人

・地域による支えあいの体制構築、高齢
者の経験・知識を活用した生きがいづく
りのための活動の場や機会を創出できる
ようにシニアクラブに対して支援を行う
必要がある。
・就労希望者の増加及び就労年齢の高齢
化が見込まれるため、高齢者の就業等の
活動機会の開拓及び提供により高齢者の
社会参加を促進するようにシルバー人材
センターの事業運営に対して支援を行う
必要がある。

・シニアクラブが行う社会奉仕活動・文
化活動・健康増進活動に対し補助を行
う。
　計画値　83クラブ
・シルバー人材センターが行う公益目的
事業に対し補助を行う。
　計画値　2,000人

　住民主体による介護予防の取組への支
援を行うことができた。

　地域による支えあいの体制構築、高齢
者の経験・知識を活用した生きがいづく
りのための活動の場や機会を創出できる
ように継続して支援を行う。

　介護予防教室や講座を行うとともに、
住民主体により介護予防の取組が行われ
る場を増やしていけるよう支援する。

令和５年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　１　社会・地域における男女共同参画

施　　策 （３）安全・防災対策の推進

取組と実績
担当課
評価

11 児童青少年課

　地域と行政等が協力して、青少年の健全育成に良好な環境の確
保及び非行の防止を図ることを目的として、15年９月に青少年健
全育成協力店指定制度を発足、市内のコンビニ102店、酒店29店、
たばこ店１店、たばこ・酒販売店３店、書店２店、ビデオ店１
店、ゲーム店３店、カラオケ店２店、刃物類販売店１店、イン
ターネットカフェ１店、ホームセンター２店の計147店舗を指定
し、体制の充実を図った。
　青少年健全育成協力店研修会は新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止した。
　加入店に対し、府中市青少年健全育成広報紙を配付した。

３

12 地域安全対策課

　１回開催し、６名の参加者があったが、女性がいなかった。

２

13 防災危機管理課

　総合防災訓練等で、学校・地域・行政が連携した避難所開設訓
練を実施した。訓練においては、母子・乳幼児避難エリアを設定
するなど、女性視点の対応を進めた。

３

　地域の安全を守るために、一人ひとりが自分にできることを認識・実行し、日頃から地域
のつながり、助け合いによる青少年の健全育成に係る取組や防犯活動を支援し、女性の地域
安全リーダーについて積極的に情報発信します。
　また、大規模災害発生後の避難所生活においては、男女のニーズの違いなどを踏まえた運
営が求められることから、平常時から、男女共同参画の視点に立った防災対策に取り組みま
す。
　さらに、地域の様々な団体が協働で取り組む防災訓練を実施します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

青少年の健全育成のための
環境づくり

女性の地域安全リーダーの
育成

男女双方の視点を取り入れ
た防災対策の推進
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　青少年健全育成協力店への加入の呼掛
けを行い、昨年から協力店舗数を５件増
となり、広報紙の配付等を通じて青少年
健全育成に対する周知を図ることができ
た。

　コンビニエンスストア等、閉店や新規
開店など入れ替わりが多い店舗について
は、定期的に調査を実施し、現状をよく
把握したうえで積極的に加入依頼をして
いく。

　青少年の非行・被害防止全国強調月間
に合わせ、７月に新規店舗への加入依頼
を、11月に登録店舗への調査を行う。
　また３年に一度、登録の更新作業とな
ることから、加入店への登録継続を促
す。

　女性が多く所属する防犯団体への呼び
かけが足りなかった。

　引き続き女性が参加しやすいような講
習会として募集方法、開催方法、内容等
を検討していく必要がある。

　３割以上の女性参加を目標とする。

　総合防災訓練会場校のみならず、各学
校で地域と一体となった避難所開設訓練
や避難所担当職員による訓練を実施し、
訓練の中で授乳室や更衣室について検
討・対応を進めた。

　地域住民が主体となった避難所開設・
運営を進めるとともに、女性視点の対応
を協議するため、女性の参加を促してい
く。

・既に立ち上がっている協議会について
は、引き続き、会の活性化を支援し、女
性視点の対応について促すとともに、情
報提供をしていく。
・未だ立ち上がっていない地域について
は、避難所協議会の立ち上げを促すとと
もに、支援をしていく。

令和５年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　２　労働の場における男女共同参画

施　　策 （１）就業のための支援

取組と実績
担当課
評価

14① 協働共創推進課

　市民活動センターにおいて、NPO・SBに関する講座・相談等を実
施した。
　NPOガイダンス　    1人
　NPO・SB個別相談　 48人
　CB立ち上げ件数　   4件

３

14② 多様性社会推進課

　主催講座や東京しごとセンターとの共催などにより就職支援に
関する講座を実施した。
  R4　 10回  149人
  R3　　7回  140人
　R2    7回　156人
　R1    3回　 26人
　H30　18回　247人

３

14③ 産業振興課

　国や東京都の作成する就労に関するセミナーのパンフレットを
産業振興課窓口及び文化センター・プラッツ等関係機関に配布し
た。

３

15 産業振興課

　国や東京都の作成する労働関係法、労働保険、労働相談、就労
に関するセミナー、キャリアアップ講習、就職面接会等のパンフ
レットを産業振興課窓口及び関係機関に配布した。 ３

　就職、起業等を目指す女性がスムーズに第一歩を踏み出せるよう、労働に関する情報提供
や各種の講座等を開催するほか、支援を行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

女性の就職支援講座、起業
のための講座等の実施

女性の就職支援講座、起業
のための講座等の実施

女性の就職支援講座、起業
のための講座等の実施

労働情報等の周知
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　件数に着目すれば、昨年度と比較して
減少しているものの、「みんぷら」受講
生がアドバイザー指導を受ける機会を創
出したり、SBラボ事業者の協働まつりへ
の参加など外部へ露出する機会を創出し
たりするといった新たな取組を行った点
が評価できるため。

　ソーシャルビジネスに対する認知度が
まだ低いため、言葉の意味を伝えていく
必要がある。

　引き続き、言葉の意味を伝えるための
周知活動に力を入れながら、SBラボ利用
者の外への参画の機会を促進し、SBラボ
利用者を通した言葉の普及も狙う。

　再就職支援等を実施し、女性の就職を
支援を行い、関連機関へ橋渡しもでき
た。

　講座内容、周知方法等を検討する必要
がある。

講座数　 　 4回
参加者数　120人

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　パンフレットの配布枚数・配布場所に
ついて記録を行っていなかった。講座等
の実施については、セミナー開催のノウ
ハウがないため、実施できていなかった
が、今年度、多様性社会推進課や各所団
体と連携しながら「男女共同参画」に対
する講座を実施し、意識啓発を図ってい
きたい。

　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行い、配布枚数・配架場
所について、記録を行う。また、令和５
年11月10日及び12月15日に多様性社会推
進課及びむさし府中商工会議所及び公益
財団法人府中市勤労者福祉振興公社と連
携し、市内中小企業経営者・人事担当者
向けに男女共同参画に関する意識啓発セ
ミナー【企業価値を生み出す働き方改
革】を実施予定。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　パンフレットの配布枚数・配布場所に
ついて記録を行っていなかった。

　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行い、配布枚数・配架場
所について、記録を行う。

令和５年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　２　労働の場における男女共同参画

施　　策 （２）職場での女性の活躍推進

取組と実績
担当課
評価

16① 多様性社会推進課

　主催講座で女性のキャリア支援に関する講座をおこなった。
  R4 1回　 4人
  R3 2回　10人
  R2 2回　15人

３

16② 産業振興課

　国や東京都の作成するキャリアアップ講習のパンフレットを配
布した。

３

17
重点
取組
事項

産業振興課

　府中市勤労者福祉振興公社と協働（公社はひばりで周知）で、
健康経営の周知のため、経営者向け、従業員向けの健康維持増進
セミナーを１回(２回予定であったが、１回はコロナの影響により
中止。)実施し15人の参加があった。

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

　市内の事業所などへ女性のキャリア支援を行うとともに、管理職等への女性の登用を推進
するなど、女性活躍推進を働きかけます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

指導的立場への登用に向け
た女性のキャリア支援

指導的立場への登用に向け
た女性のキャリア支援

事業所に対する女性活躍促
進の積極的な働きかけ

　　いるか
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　女性のキャリア支援を行ったため。 　今年度は女性の再就職支援に重点を置
いたため、女性のキャリア支援は１講座
となった。

　女性のキャリア支援を実施する。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　パンフレットの配布枚数・配布場所に
ついて記録を行っていなかった。

　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行い、配布枚数・配架場
所について、記録を行う。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　パンフレットの配布枚数・配布場所に
ついて記録を行っていなかった。講座等
の実施については、セミナー開催のノウ
ハウがないため、実施できていなかった
が、今年度、多様性社会推進課や各所団
体と連携しながら「男女共同参画」に対
する講座を実施し、意識啓発を図ってい
きたい。

　令和５年11月10日及び12月15日に多様
性社会推進課及びむさし府中商工会議所
及び公益財団法人府中市勤労者福祉振興
公社と連携し、市内中小企業経営者・人
事担当者向けに男女共同参画に関する意
識啓発セミナー【企業価値を生み出す働
き方改革】を実施予定。

重点項目 評価

１７ Ｄ

令和５年度

判定理由及び改善策等の提言

　セミナーの内容が「健康増進」で「男女共同参画」とは趣旨が違うこと、また、担当課から報告された実績からは活動内容の
実態が分かりづらかったため、この評価としました。
　ヒアリングでは、市内事業所の現状として「男女共同参画」が後回しになっていることがわかりましたが、中小企業の企業価
値の向上や商店街の活性化には「男女共同参画」の推進が必要であることを担当課にも認識いただき、今後は多様性社会推進課
とも連携し、女性が活躍できる職場の意識啓発に関するセミナーの実施や、市民意識調査結果を踏まえた就労環境整備への働き
かけ等、男女共同参画の意識啓発につながる取組みの実施をお願いします。
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　２　労働の場における男女共同参画

施　　策 （３）市職員の男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

18
重点
取組
事項

職員課

　女性の昇任意識向上等の意識改革や職務への意欲推進を目的と
した研修のほか、女性職員が活躍しやすい職場づくりを目的とし
た研修を行ったうえで、昇任選考を実施した。
【令和４年度実績】
①昇任選考
・女性職員の昇任選考推薦率（対資格者）
(1)課長補佐級（管理職）
　 32.3％
(2)係長級（監督職）
　 17.9％
・女性職員の最終合格者
(1)課長補佐級（管理職）
　 8人
(2)係長級（監督職）
　 14人
②研修
ア　女性職員研修（外部講師及び内部講師による講話）
・実施回数　 2回
・対象者　入庁4年目以上の女性職員
・参加者　　44人
イ　女性活躍推進研修
・実施回数　 1回
・対象者　管理職
・参加者　　39人（男性34人 女性5人）
ウ　ダイバーシティ研修
・実施回数　 1回
・対象者　全職員
・参加者　　44人（男性25人 女性19人）

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

　職場内の慣行や固定的な性別役割分担意識の更なる改善に取り組むとともに、性別にとら
われない職種・職域の拡大を図ります。また、女性職員が指導的立場に立つことについて意
欲向上を図り、様々な分野への積極的な参画を推進します。
　市職員に対して、研修等を通じて男女共同参画意識の徹底を図ります。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

女性職員の参画意識の向上

　　いるか
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　課長補佐級職については、令和２年度
及び令和３年度に実施した昇任試験にお
いて女性職員の合格者が出ていなかった
が、昇任選考に変更後は、結果として８
人の合格者が出ており、係長級職につい
ても14人の女性職員が合格したことから
一定の成果が表れているため。

　課長補佐級職及び係長級職において、
令和４年度より昇任方法を競争試験から
選考に変更したことから、安心して昇任
することができるようフォロー体制を引
き続き整備する必要がある。

　令和３年３月に女性活躍推進法に基づ
く第２次特定事業主行動計画を策定し、
「令和７年４月１日時点で管理的地位に
ある職員に占める女性割合を22％以上に
する」と目標を掲げていることから、引
き続き女性職員を対象とした研修実施に
よる昇任意識の向上等を図る。また、昇
任へのフォロー体制の一つとして、庁内
の相談体制について検討する。

重点項目 評価

１８ Ｂ

令和５年度

判定理由及び改善策等の提言

　昇任試験から昇任選考に制度を抜本的に見直し、その成果が出ていることからこの評価としました。
　今後は施策推進状況報告の際に女性管理職の割合等の数値も含めて報告いただき、女性活躍やワーク・ライフ・バランスの観
点から、女性が安心して管理監督層として働けるよう、庁内の相談体制・フォローアップ体制が整備されることを期待します。
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取組と実績
担当課
評価

19① 職員課

　主管課と共催で、男女共同参画研修を実施した。
【令和４年度実績】
〇管理職対象
・実施回数　　1回
・参加者　　 39人（男性36人 女性3人）
〇一般職員対象
・実施回数　　1回
・参加者　　 43人（男性28人 女性15人）

４

19② 多様性社会推進課

　ワーク・ライフ・バランスに係る具体的な取り組みを検討する
ためのアンケートを実施した。
　また、職場において「男女ともに平等であると感じる」職員は
71％となっている。
　回収率 R4  80.3％
         R3  94.0％
　　　   R2  95.0％

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

職員に対する意識調査、研
修、講演会の実施

職員に対する意識調査、研
修、講演会の実施
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令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画どおり研修を実施でき、男女共同
参画に係る理解を深め、また、ワーク・
ライフ・バランス実現のための意識啓発
を図ることができた。

　継続的な取組が必要なことから、今後
も引き続き、主管課との共催で研修を実
施する必要がある。

　引き続き、管理職対象及び一般職員対
象の研修を各１回実施する。

　具体的な取組みの検討につながるデー
タを取得できたため。

　職場における男女共同参画の意識啓発
が継続して必要であるため。

　令和４年度に実施したアンケート結果
において、令和５年度では課題と思われ
る点について、府中市男女共同参画推進
本部・本部会下にプロジェクトチームを
設置し、取り組むこととなっているた
め、令和５年度においては必要に応じ
て、アンケートを実施する。

令和５年度
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目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　３　教育の場における男女共同参画

施　　策 （１）学校における男女共同参画の推進

取組と実績
担当課
評価

20① 子ども家庭支援課

　中学校等での性教育:５か所845人

３

20② 学務保健課

　東京都や多摩府中保健所などの関係機関からの依頼により、啓
発活動資料やポスターを各学校等に配布し啓発活動に努めた。

３

20③ 指導室

　市立学校においては人権教育全体計画に基づき、各教科等と関
連付けながら、人権教育を推進した。
　教育課程編成において、男女平等教育の推進を重点項目の一つ
として位置付けた。
　令和５年度から男女混合名簿へ完全移行するため、学校との調
整を図った。

４

21 指導室

　各研修の実施
・若手教員育成研修会
・学校マネジメント研修会
・人権教育推進員会

３

　性別にかかわらず、一人ひとりの個性や能力・適性等を大切にし、人権の尊重、男女の共
同参画、相互理解と協力の視点に立って学習の充実を図るとともに、学校教育における男女
共同参画を推進します。
　また、教職員にも男女共同参画の意識を高めるとともに、女性教員の管理職の昇任意欲を
高めるため、意識啓発等を行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

学校教育における男女共同
参画の推進

学校教育における男女共同
参画の推進

学校教育における男女共同
参画の推進

教職員の男女平等意識の向
上の推進
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　府中市助産師会に委託し、市内中学校
等で性教育講座を実施した。生徒の感想
から、好評を得られた。

　学校に周知を図り、件数を伸ばしてい
きたい。デートＤＶ講座との兼合いにつ
いても調整が必要。

　中学校校長連絡会で性教育講座につい
て学校側の希望に沿った内容で実施でき
ると周知を図る。多様性社会推進課と
デートＤＶ講座との兼合いについて調整
する。

　各学校における薬物・飲酒等の予防や
身体に対する害等の啓発活動が浸透して
きた。

　東京都や学校薬剤師との共同による啓
発活動の強化。

　各学校における薬物等の予防啓発活動
を継続して進める。

　各学校では、人権教育全体計画に基づ
き、人権教育をすすめた。市立学校の教
育課程編成においては、男女平等教育の
推進を位置付けた。

　教員や児童・生徒が、男女共同参画へ
の意識を高めることができるように、無
意識の思い込み（アンコンシャス・バイ
アス）などへの理解を深めるように、継
続した取り組みを続けていく必要があ
る。

　男女混合名簿の使用や保健体育科の男
女共習をすすめるとともに、各教科等の
指導の中で、児童・生徒の人権感覚を高
める指導の充実が図れるよう、教員対象
の研修を実施するなど、引き続き啓発に
取り組む。

　人権教育をテーマとした若手教員対象
の研修を実施し、教員の人権感覚を涵養
した。将来管理職を目指す教員を対象と
した学校マネジメント研修会などを実施
し、昇任意欲の向上を図ることができ
た。

　教員の人権感覚を涵養するような研修
を継続する。また、学校環境の改善に向
けて、服務研修等の取組を継続していく
必要がある。

　教職員の人権感覚を高める研修や、昇
任意欲を高めるような研修を実施する。

令和５年度

43



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　４ 市民協働における男女共同参画

施　　策 （１）市民活動の支援と人材育成

取組と実績
担当課
評価

22
重点
取組
事項

多様性社会推進課

　継続して登録団体活動支援、講座の実施等を行い、来館者数増
に努めた。また、情報資料室では、市民が学習や啓発に役立てる
よう書籍や資料などの蔵書の充実に努めた。
 
 センター来館者数
　R4  35,412人(男性 11,158人)
  R3  26,163人(男性  8,733人)
  R2  18,872人(男性  6,770人)
 
 
　センター登録団体数
　R4   94団体
  R3  108団体
  R2  113団体
　

  センター施設利用率(年間)
  R4  34.0％
  R3  26.6％
  R2  21.0％

　蔵書数　R4  7,973冊
          R3  7,942冊
　　　　　R2  7,974冊

３

23① 協働共創推進課

　市民活動センターにおける市民活動応援助成金「エール」を交
付した。
　交付団体数　9団体

３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

　能力開発や人材育成を目的とした講座や研修会を実施し、学習機会、人材育成や情報提供
の充実を図るとともに、様々な困難を抱える女性や、子育てや介護を行う女性に対する支援
など、女性のニーズに対応し、女性に寄り添って活動しているNPOや市民活動を支援します。
また、市民と協働で、男女共同参画に関する講座や男女共同参画推進フォーラム等を実施
し、協働による男女共同参画を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

男女共同参画センター「フ
チュール」の運営

市民の自主的活動の支援

　　いるか
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　昨年度との比較して、実績として来館
者数や稼働率が増加しているため。

・来館者数は新型コロナウイルス感染拡
大前の約８割ほどまで回復しており、ま
た、男性の利用者の割合については、新
型コロナウイルス感染拡大前の令和元年
度では26.0％であったが、令和４年度は
31.5％と増加傾向にあり、引き続き、性
別にかかわらず、利用しやすい施設の運
営に努める必要がある。
・既存の資料・蔵書について、劣化や破
損、時代に合わない内容のものがないか
など見直しを行い、必要に応じて除籍す
る必要がある。

・性別にかかわらず、利用しやすい施設
の運営に努める。
・その他、既存資料・蔵書の見直し、新
規資料・書籍の収集を行う。
・府中市のSNSツール等を活用し、施設に
関する情報を発信する。

　助成金の交付や活動支援ができ、さら
に新しい試みとして採択団体向けの勉強
会を実施し、団体同士の横のつながりも
作ることができたため。

　助成金終了後の団体の自立を支援す
る。

　引き続き、資金調達に関する情報を提
供する、NPO・SB個別相談アドバイザーを
紹介する等して、資金面での自立した活
動を伴走支援する。

重点項目 評価

２２ Ｃ

令和５年度

判定理由及び改善策等の提言

　新型コロナウイルスの影響を受けていた利用者数も徐々に回復しているようですが、男性利用者数は増加しつつも全体に占め
る割合は低下しており、引き続き、性別にかかわらず利用しやすい施設の運営が求められると考えます。また、令和５年度に実
施した市民意識調査では施設の認知度が低い結果となり課題であることから、今後は施設の認知度向上の取組みを通して市内の
男女共同参画の意識向上につながるよう進めて下さい。
　また、登録団体の減少や蔵書整備などの課題も見受けられるため、より良い施設運営を目指して取組みの分析・見直しを行っ
てください。
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取組と実績
担当課
評価

23②
多様性社会推進

課

　登録団体の自主活動を支援するため施設を減額で利用可能とし
ている。
　登録団体数
　　　　　　　R4　　94団体
　　　　　　　R3   108団体
              R2   113団体
　　　　　　　R1   112団体
　　　　　　　H30　110団体
　
　第35回男女共同参画推進フォーラム来場者数
　R4　   726人
　R3     118人
　R2   中止
　R1   1,278人
  H30　1,300人
　
　男女共同参画市民企画講座事業を実施
　R4　18回　305人(男性76人)
　R3　19回　294人(男性47人)
　R2  14回　351人(男性80人)
　R1  17回　341人(男性93人)
　H30 16回　390人(男性83人)
　
　登録団体協働講座を実施
　R4　 88回　1,243人(男性271人)
　R3　 69回　  778人(男性133人)
　R2   37回　  522人(男性124人)
　R1   86回　1,960人(男性231人)
　H30　55回　1,178人(男性144人)

３

24 協働共創推進課

　市民活動センターにおいて、各種講座、相談、交流会等を実施
し、人材・団体の育成やネットワーク促進、人や団体のコーディ
ネートを実施した。
　登録団体数　442団体（令和5年3月末）

３

25 多様性社会推進課

　男女共同参画センター登録団体と協働し、講座を行った。
　協働講座
　R3　 69回　　778人(男性133人)
　R2   37回　　522人(男性124人)
　R1   86回　1,960人(男性231人)
　H30　55回　1,178人(男性144人) ３

26 多様性社会推進課

　男女共同参画社会の実現に関する団体・個人と交流を深め、現
在の日本が抱える女性問題について学ぶため、全国的なフォーラ
ムに府中市男女共同参画推進フォーラム実行委員が参加した。
　国立女性教育会館フォーラム
   R4  5人(オンライン開催)
   R3　7人(オンライン開催)
   R2  5人(オンライン開催)
　 R1  3人

３

市民の自主的活動の支援

NPO・ボランティア団体
等、グループ指導者等の育
成と活動の支援

協働による男女共同参画の
推進

男女共同参画関係会議への
参加促進

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度
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令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　講座回数が新型コロナウイルスの影響
を受けることが減り、参加者数も増加し
ているが、登録団体の高齢化に伴い、登
録団体数が減ってきている。

　継続した意識啓発活動の実施。
　また、引き続き、男性の参加者を増や
すため、男性向けの講座などを検討する
必要がある

　講座回数は現状を維持し、参加者の増
加につながるよう検討する。

　昨年度に引き続き、プロボノ事業に
よってボランティア機会の増加に努めた
ため。

　市民活動団体それぞれの組織基盤を強
化し、活動の質を向上する。
　プロボノ事業についてはボランティア
をしたいと手を挙げてくれる人はいる
が、プロボノを受入れる団体側の意識改
革と体制づくりが課題である。

　引き続き、各種講座、相談、交流会等
を実施し、人材・団体の育成を継続す
る。
　また、プロボノマッチング事業を継続
し、交流会という親しみやすい形式を
取って、団体の意識醸成と受入れ体制を
整えるサポートをしながら、ボランティ
ア機会の増加に努める。

　講座の回数や参加者が新型コロナウイ
ルス感染拡大前に戻ってきており、感染
予防対策やオンライン実施など工夫しな
がら行うことができたため。

　世の中の状況に合わせて、会場での講
座やオンライン講座など臨機応変に実施
できるよう団体を支援すること。

　引き続き、世の中の状況に合わせオン
ライン講座も検討し、状況を見ながら企
画・運営する。

・日本語学習会の開催により在住外国人
の支援を行った。
・国際交流・異文化理解イベントを開催
し、市民の多文化共生意識の醸成を進め
られた。
・外国人住民への支援の一環として、相
談体制と同行サポートができる体制を整
えた。

・新型コロナウイルス感染症が落ち着き
次第、青少年ホームステイ相互派遣事業
の再開に向け準備する。

・青少年ホームステイ相互派遣事業の実
施
・ヘルナルス区訪問団の来訪
・日本語学習会の開催
・国際交流サロン新規ボランティアの養
成（25人）
・国際交流・異文化理解イベントの開催
・外国人住民の相談事業の実施

令和５年度

47



目　　標 　Ⅰ　あらゆる分野における男女共同参画

課　　題 　５ 国際社会への貢献

施　　策 （１）国際理解と国際交流の推進

取組と実績
担当課
評価

27 多様性社会推進課

・友好都市ウィーン市ヘルナルス区への青少年ホームステイ派遣
を予定していたが、新型コロナウイルスの影響により中止した。
・府中国際交流サロンにおいて日本語学習会を開催した。
　ボランティア登録者数　172人（男性　65人、女性　127人）
・多文化共生センターＤＩＶＥにおいて韓国語カフェ等のイベン
トを開催し、市民の国際交流・異文化理解を推進した。
・生活全般に困りごとを抱えている外国人住民への支援するため
に、サポーター養成講座を実施した。講座受講修了者は38名。 ３

28 多様性社会推進課

　府中国際交流サロンにおいて、日本語学習会を開催した。託児
サービスについては、新型コロナウイルスの影響を考慮し実施を
取り止めた。
・日本語学習会開催　172回
・学習者登録数　247人（男性98人、女性149人)

３

29 広聴相談課

　公募登録の通訳ボランティアを利用してもらうことなどによ
り、外国人の日常生活全般をはじめ、市政相談まで幅広く相談に
対応した。

　一般相談 相談件数
　①家庭生活 1件
　②くらし 　0件
　③財産  　 0件
　④その他 　2件 　 　　 合計　3件
 
　市政相談 相談件数
　①生活環境 　　　2件
　②くらし 　　　　0件
　③社会福祉・教育 0件
　④その他   　　　1件 　合計  3件

３

国際交流の推進

在住外国人の託児支援

外国人相談窓口の充実

　府中国際交流サロンにおいて、日本語や日本の文化・習慣等を学習する機会や、各種イベ
ントを通じて交流する機会を提供するほか、在住外国人や留学生等への語学や日常生活を支
援するとともに、多文化共生の推進のため、外国人相談窓口の充実を図ります。
　また、平成４年に友好都市提携を結んだウィーン市ヘルナルス区とは、引き続き、市民が
参加することのできる交流を継続し、多文化共生の推進に努めます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

・日本語学習会の開催により在住外国人
の支援を行った。
・国際交流・異文化理解イベントを開催
し、市民の多文化共生意識の醸成を進め
られた。
・外国人住民への支援の一環として、相
談体制と同行サポートができる体制を整
えた。

・新型コロナウイルス感染症が落ち着き
次第、青少年ホームステイ相互派遣事業
の再開に向け準備する。

・青少年ホームステイ相互派遣事業の実
施
・ヘルナルス区訪問団の来訪
・日本語学習会の開催
・国際交流サロン新規ボランティアの養
成（25人）
・国際交流・異文化理解イベントの開催
・外国人住民の相談事業の実施

　日本語学習会の開催により日本語学習
の支援のほか、在住外国人への情報提供
の場となった。

　日本語学習会に伴う託児サービスの再
開時期と方法を検討する。

　国際交流サロン日本語学習会の開催。

　相談に来た外国人に対して、適切な助
言等を行うことができ、一定の成果は得
られている。

　相談に来た外国人に対して、適切な助
言等ができるように、関係機関と連携し
て対応する必要がある。

　多文化共生センターＤＩＶＥにおける
外国人住民サポーター制度が開始された
ことに伴い、広聴相談課における通訳ボ
ランティアは令和４年度をもって終了し
た。通訳が必要な相談について、令和５
年度は同制度や東京都多言語相談ナビを
ご案内するなど対応していく。

令和５年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　１ 仕事と生活の両立支援

施　　策 （１）職場と家庭における環境づくり

取組と実績
担当課
評価

30① 多様性社会推進課

　ワーク・ライフ・バランスの普及、啓発のための講座を実施し
た。
 主催講座
 R4 12回　49人
 R3  1回  24人

３

30② 産業振興課

　国や東京都の作成する就労に関するセミナーのパンフレットを
産業振興課窓口及び文化センター・プラッツ等関係機関に配布し
た。

３

31 広聴相談課

　労働条件、労使関係など労働全般の相談に社会保険労務士が助
言・指導を行った。
　労働条件3件 就業規則　1件
　解雇    2件 賃金　　　3件
　退職金  0件 その他    9件
　　　　　　 　 合計 18件

３

32 職員課

　毎週水曜日のノー残業デーの周知・徹底（当日の朝・夕におけ
る全庁放送及び所属長による声かけ、休暇制度に関する事務連絡
を発出する際における継続的な周知等）を行うとともに、より柔
軟な働き方を可能とする「時差勤務」を活用した。
　（新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減させる目的か
らも、時差勤務の活用を促した。）

〔令和３年取得実績〕
・年次有給休暇平均取得日数11.8日
　※令和２年実績10.8日　1.0日増
・年次有給休暇取得率30.2%（前年からの繰越分を含む総付与日数
に対する取得率）
　※令和２年実績27.7％　2.5％増

３

33① 職員課

　主管課と共催で、ワーク・ライフ・バランス推進を目的とし
た、男女共同参画研修を実施した。

３

33② 多様性社会推進課

　職員に対し「ワーク・ライフ・バランス」の研修を行った。
　一般職向け研修
  R4   43人(男性26人)
  R3   43人(男性21人)
  R2   48人(男性25人)
　
　管理職向け研修
  R4   39人
  R3   39人
  R2   35人

　その他、庁内情報紙「ワーク・はぁと・ライフ」を年２回発行
し、庁内へ配付。ワーク・ライフ・バランスに関する情報提供を
行った。

３

　男女が性別によって差別されることなく、それぞれの価値観やライフステージに応じた多
様な働き方を選択できる環境の整備に向けて、市内外の関係機関と連携を図りながら、男性
の育児休業等の取得を促進するため、取組事例を発信するなど、男性が家事や育児に参画し
やすい環境づくりに努めます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

長時間労働是正やワーク・
ライフ・バランス推進に関
する啓発活動の充実

長時間労働是正やワーク・
ライフ・バランス推進に関
する啓発活動の充実

労働相談

仕事と生活を両立する働き
方の促進

庁内における男性職員の家
事・育児への参画に関する
啓発

庁内における男性職員の家
事・育児への参画に関する
啓発
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り実施できたため。 　今後も引き続き、主催講座や関係団体
等との共催講座の実施に取り組んでい
く。

　意識啓発事業を年間1回以上する。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　パンフレットの配布枚数・配布場所に
ついて記録を行っていなかった。講座等
の実施については、セミナー開催のノウ
ハウがないため、実施できなかった。今
後多様性社会推進課や各所団体と連携し
ながら「男女共同参画」に対する意識啓
発を図っていきたい。

　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行い、配布枚数・配架場
所について、記録を行う。また、令和５
年11月10日及び12月15日に多様性社会推
進課及びむさし府中商工会議所及び公益
財団法人府中市勤労者福祉振興公社と連
携し、市内中小企業経営者・人事担当者
向けに男女共同参画に関する意識啓発セ
ミナー【企業価値を生み出す働き方改
革】を実施予定。

　相談数は少ないが、相談者に適切な助
言等を行うことができている。東京都労
働相談情報センターの活用も含めて対応
し、一定の成果は得られているものと考
える。

　市民への効果的な周知方法を検討する
必要がある。

　助言やアドバイスを行える相談体制の
充実と市民への効果的な周知に努めてい
く。

　毎週水曜日のノー残業デーは全庁的に
浸透してきているほか、４パターンある
時差勤務の活用を促し、職員各自が自分
のライフスタイルに合わせた勤務時間を
活用しているため。
　また、年次有給休暇平均取得日数が増
加しており、所属長による計画的な休暇
管理や、職員相互支援体制など年次有給
休暇を取得しやすい環境づくりが進んで
いることがうかがえるため。

　毎週水曜日のノー残業デーの定着を受
け、これを維持・継続していく必要があ
る。

　毎週水曜日のノー残業デーに加えて、
時差勤務のさらなる活用や、年次有給休
暇の取得促進など、一体的に取り組んで
いく。
　また、令和３年度に新型コロナウイル
ス感染症蔓延による緊急事態宣言等が発
出されている間、試験的にテレワークを
実施したが、新庁舎建設後に本格的に導
入する場合を想定し、労務管理方法など
について検討する。

　管理職39人、一般職員対象43人が参加
し、ワーク・ライフ・バランス推進への
理解を深めることができた。

　今後も研修や職員広報等を通じて、家
事・育児への参画に関する啓発が必要で
ある。

　引き続きワーク・ライフ・バランスの
研修や、職員広報等で男性職員に向け
て、家事・育児への参画を啓発してい
く。

・職員研修を実施したため。
・情報紙による情報提供を行ったため。

　職員研修の実施や情報提供を継続的に
行う必要がある。

・職員研修（管理職向け１回
）の実施
・庁内情報紙「ワーク・はぁと・ライ
フ」の年２回発行

令和５年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （１）保育サービス等の充実

取組と実績
担当課
評価

34 保育支援課

■実施施設数
（一時預かり）
・私立保育園：25か所
・認証保育所： 6か所
・私立幼稚園： 5か所
（定期利用保育）
・私立保育園：23か所

３

35 保育支援課

■病児対応型実施施設数
・延利用人数…211人
・利用料助成件数… 4件
・文書料助成件数…37件
■体調不良児対応型（認可保育園）
・5施設

３

36
保育支援課

　保育コンシェルジュによるきめ細かな相談対応等により、保護
者のニーズに合った教育・保育サービスの提供を進めた。
■認可保育所入所定員
（令和４年４月１日現在運用定員）
　0歳　　 427人
　1歳　　 894人
　2歳　　1044人 ３

37 保育支援課

■実施保育所数
・19時まで：35か所
・20時まで：20か所
・22時まで： 2か所

３

38 児童青少年課

　学童クラブは、入会を希望し要件を満たした１～３年生と期間
中に申し込みのあった障害児全ての入会を受け入れた。

入会児童数　2,395人（148人）
※４月１日現在、（ ）内は障害児童数。

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

一時預かり・定期利用保育
事業の拡充

病児・病後児保育事業の実
施

待機児童の解消等低年齢児
保育の充実

延長保育の拡充

学童クラブの充実

　共働き家庭の増加や働き方の多様化に伴う様々なニーズに対応するため、一時預かり・定
期利用保育事業や延長保育の拡充等、保育サービスの充実を図ります。
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　新型コロナウイルス感染症の影響及び
待機児童の減少により、定期利用保育事
業の利用者数は一昨年度から減少してい
るが、実施施設数については、昨年度の
推進状況評価で掲げた目標値に達したた
め

　これまでの認可保育所の増設や出生者
数の減少等に伴い、利用者数は減少して
いく見通しだが、保護者の多様なニーズ
に対応するために、今後も実施施設数は
維持を目指す。

■実施施設数
（一時預かり）
・私立保育園：25か所
・認証保育所： 6か所
・私立幼稚園： 5か所
（定期利用保育）
・私立保育園：23か所

　令和３年12月から都立小児総合医療セ
ンター病児・病後児保育室「くるみ」を
が開設し、３施設で病児対応型を実施し
たほか、体調不良児対応型病児保育を５
か所（保育所）で実施した。
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響
により、病児・病後児保育の利用者が少
なかったものの、サービスの拡充を図
り、必要とされる方が利用できる体制を
整えることができた。

　近年、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響により、利用件数が伸びていな
かったが、５類感染症移行後について
は、利用者数を増やすことができるかが
課題である。

■病児保育利用延人数　600人

　令和５年４月１日現在の待機児童数は
５人となっており、保育コンシェルジュ
によるきめ細かな相談対応等により、昨
年度比９名の減となっている。

　待機児童を増やさない、発生させない
ための取組を進めるとともに、今後想定
される教育・保育サービスの供給過多や
地域偏在への対応策として、定員調整等
を進めていく。

　令和６年４月１日現在の待機児童数を
減少させる。

　公立・私立の全保育所で１時間以上の
延長保育を実施したため

　引き続き全保育所で延長保育を実施し
ていく。

■実施保育所数
・19時まで：34か所
・20時まで：20か所
・22時まで： 2か所

　待機児童は発生したが、全て４年生以
上で、放課後子ども教室で並行して受け
入れることができた。　待機児童数25人
（４月１日現在）

　児童数の急増により狭あい化が進む学
童クラブが増加しており、適正な育成面
積の確保が喫緊の課題となっている。

　児童数の増加により狭あい化が進む第
五学童クラブにおいて、令和６年度から
の分室の開所に向け、関係課、契約業者
と連携し対応を進める。
　また、直営学童クラブ、委託学童クラ
ブの安定的な運営と、放課後子ども教室
との連携体制を強化するとともに、教育
委員会、学校と連携の中で、更なる放課
後児童の安全・安心な居場所づくりに努
める。

令和５年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （２）ひとり親家庭への支援実

取組と実績
担当課
評価

39 住宅課

　一般世帯より抽せん玉を多くし、当選の可能性を高くする優遇
抽せんを実施した。

３

40 子育て応援課

【ひとり親家庭自立支援事業】
教育訓練給付金　         7件
高等職業訓練促進給付金　14件
高等職業訓練修了一時金   6件
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
                      1件
セミナー開催　        2回
PC講座　　　　　　　　4回（24人）

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事業】
ひとり親家庭となった直後またはひとり親家庭の保護者等が、仕
事及び一時的な傷病等で育児等日常生活に支障がある場合、ホー
ムヘルパーを派遣した。
対象世帯数　      23世帯
派遣回数　　       511回
派遣時間       2,713時間
派遣時間（付加） 989時間

※参考
ひとり親家庭のうち、
児童扶養手当受給世帯数　1,843件

３

41 子育て応援課

【母子及び父子福祉資金】
　配偶者のいない、20歳未満の子どもを扶養している女性または
男性に貸付を実施した。
母子：35件　父子：4件
【女性福祉資金】
　配偶者のいない女性で要件を満たす場合に貸付を実施した。
2件

３

ひとり親家庭に対する市営
住宅入居機会の拡大

　仕事と家事の負担や経済的な負担がより大きくなるひとり親家庭に対して、安心して自立
した生活を送ることができるよう、市営住宅の優遇抽選の実施や技能習得のための費用援助
等を行います。

ひとり親家庭の自立のため
の援助サービスの実施

母子及び父子福祉資金、女
性福祉資金の貸付の実施

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　優遇抽せんの実施により、一定の効果
が見込めている。

　一般世帯より抽せん玉を多くし、当選
の可能性を高くしているが、募集戸数が
少ない場合、一般世帯の入居確率が低く
なり、世帯構成に偏りがでる可能性があ
る。

　市営住宅の入居者は、多様な世帯で構
成されるのが望ましいと考えており、数
値目標の設定になじまない事業である
が、引き続きひとり親家庭に対する優遇
抽選を実施し、入居機会を増やしてい
く。

【ひとり親家庭自立支援事業】
　ひとり親家庭の自立を総合的に支援す
るため、ひとり親家庭自立支援セミナー
の開催を行った。また、キャリアコンサ
ルタントの増員により、母子自立支援プ
ログラムを活用した母子家庭等自立支援
教育訓練給付金や母子家庭等高等職業訓
練促進給付金の支給等、ひとり親自立支
援相談の充実を図った。

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】
　保護者に仕事があるが、子どもが傷病
等で日常生活に支障がある場合等にホー
ムヘルパーを派遣した。今後も、ひとり
親家庭の世帯に対して状況に応じた派遣
を実施していく必要がある。

【ひとり親家庭自立支援事業】
　周知方法を工夫して、ひとり親家庭自
立支援セミナーの参加者増加を図る。ま
たひとり親家庭自立支援事業について
も、個別支援から母子自立支援プログラ
ムを積極的に作成・活用し、計画値が達
成できるようにする。

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】
　昨年度に引き続き、国・都制度の動向
を注視しながら、サービスが必要とされ
る方へ提供できるように、周知を行なっ
ていく。

【ひとり親家庭自立支援事業】
教育訓練給付金　         5件
高等職業訓練促進給付金　16件
高等職業訓練修了一時金   5件
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
                         6件
セミナー開催　           3回
PC講座　　　　　　　　   2回

【ひとり親家庭ホームヘルプサービス事
業】
派遣回数　 　       511回
派遣時間　      3,094時間
派遣時間（付加）1,250時間

母子家庭の母等の経済的自立と児童の福
祉増進を図るため貸付を行った。

　母子家庭の母等の経済的自立と児童の
福祉増進を図るため貸付を行った。

【母子福祉資金】新規 56件
【父子福祉資金】新規  8件
【女性福祉資金】新規  1件

令和５年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （３）地域での子育て支援

取組と実績
担当課
評価

42 子ども家庭支援課

○子ども家庭支援センター事業実績
・交流ひろば利用者数　　     52,205人
・リフレッシュ保育利用者数　　1,558人
○子ども家庭サービス事業実績
・ショートステイ利用者数　　    172人
・トワイライトステイ利用者数　2,337人
○子育て支援ボランティア養成講座実績
・開催回数　1回
・参加者数　8人

４

43 子ども家庭支援課

・会員数　　1,931人
（内訳）依頼会員　1,476人
　　　　提供会員　　418人
　　　　両方会員　　 37人
・活動件数　　    2,200件 ２

44 児童青少年課

　市立小学校22校全校で、感染症対策に配慮しながら事業を行っ
た。また、学童クラブと日常の活動内で情報交換、連携に務め
た。
　開催日数　　延5,059日
　総参加者数　129,304人

３

45 文化生涯学習課

　各家庭における教育機能の充実を図るため、親自らが企画・運
営する学習会や、小学生以下の保護者を対象とした講座を実施し
た。

ＰＴＡ家庭教育学級
1事業18回　延842人

全市的家庭教育学級
2事業 3回  延 39人

３

　全ての子育て家庭に切れ目のない支援を行うため、子育て世代包括支援センター事業を実
施します。また、在宅で子育てをする家庭を支援し、地域において安心して子育てができる
仕組みづくりを進めるとともに、地域全体で子育て支援に取り組みます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

子ども家庭支援事業の拡充

ファミリーサポートセン
ター事業の実施

放課後子ども教室の実施

家庭教育学級の実施
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

○子ども家庭支援センター事業
・利用時間や人数の制限について、徐々
に緩和して実施したことで、利用者数が
見込み以上に増加した。
○子ども家庭サービス事業
・利用の休止や縮小を行わずに実施し
た。
・トワイライトステイについて、保護者
の在宅勤務の普及や学童クラブの育成時
間延長により、コロナ禍前と比べて利用
者数は少ないが、前年度より増加した。

○子ども家庭支援センター事業
・安心して子育てができる環境を整備す
るため、子育てひろば、一時預かり、子
育てに係る交流会や子育て支援ボラン
ティア養成講座等を実施ずる。
○子ども家庭サービス事業
・必要な家庭に支援が行き届くよう、継
続して実施する。

○子ども家庭支援センター事業目標
・交流ひろば利用者数　   　56,000人
・リフレッシュ保育利用者数　1,600人
○子育て支援ボランティア養成講座目標
・開催回数　　1回

　新型コロナ感染拡大の影響で保護者の
在宅勤務が普及したこと、学童クラブの
延長育成で迎えの需要が減少したこと等
により、依頼会員数及び活動件数が目標
を下回った。

　事業の認知度を高めて必要な家庭に支
援が行き届くよう周知広報に取り組む。

目標
・会員数　  　2,100人
・活動件数　　2,600件

　市立小学校22校全校で学童クラブと連
携して事業を実施し、放課後児童の安
全・安心な居場所づくりに努めた。

　学童クラブと放課後子ども教室の両事
業の安定的な運営に向け、情報共有を図
るとともに、連携体制の強化を図る。

　教育委員会、学校と連携し、学童クラ
ブと放課後子ども教室の両事業が、連携
して運営できるような施設の確保を目指
す。
　22校全ての小学校において、学童クラ
ブと連携して事業を実施し、放課後児童
の安全・安心な居場所づくりに努める。

　ＰＴＡ家庭教育学級は、府中市立小中
学校ＰＴＡ連合会へ委託して実施した。
感染状況を考慮して実施は各学校の判断
としたため、中止した学校もあったが、
オンラインで行うなど工夫して実施し
た。
　全市的家庭教育学級は、感染症を考慮
してオンラインと対面のハイブリッド型
や、託児付きの対面形式で実施した。２
回とも各専門分野の講師に依頼し、内容
は充実したものとなったが、参加方法の
難しさもあり、募集に課題が残った。

　引き続き、府中市立小中学校ＰＴＡ連
合会に委託して実施する。実施にあたっ
ては、説明会で保護者に家庭教育の意義
をよく理解してもらい、魅力ある講座が
開けるよう、講師やテーマの紹介などを
充実させる。
　全市的家庭教育学級は、子育て中の親
が学んで役に立つ魅力あるテーマの設定
をするとともに、開催の時間帯や内容を
工夫するなどして参加者数の増加を目指
す。

　ＰＴＡ家庭教育学級については、市内
小・中学校全校での実施を計画する。全
市的家庭教育学級については、より多く
の保護者が参加しやすい方法・日時を工
夫する。また男女がともに子育てを行っ
ていく上で役立つテーマを積極的に取り
上げる。

ＰＴＡ家庭教育学級
33回　延1500人

全市的家庭教育学級
 3回　60人

令和５年度
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取組と実績
担当課
評価

46① 多様性社会推進課

　女性のための健康講座を実施し、意識啓発を行った。
　
　主催講座
　R4　3回　 114人
　R3  3回    41人
　R2  2回    42人
  R1　1回　   8人
　H30 4回    52人

　共催講座
　R4　0回
　R3  3回　  55人
  R2  中止
　R1　1回　 　8人
　H30 2回   　7人
　H29 6回 　249人
　
　市民企画講座
　R4　1回　　22人
  R3　2回　   9人
  R2  2回　  25人
　R1　1回　  14人
　H30 0回

　協働講座
　R4  16回  130人
  R3  11回　109人
　R2   6回　 62人
　R1　17回　200人
　H30 11回　109人

３

46② 子ども家庭支援課

〇取組及び実績
3～4か月児健康診査　       1,610人
6～7か月児健康診査　       1,606人
9～10か月児健康診査        1,631人
1歳6か月児健康診査         1,716人
3歳児健康診査　            1,891人
乳幼児発達健康診査　          45人
乳幼児健康診査経過観察       103人
乳幼児精密健康診査　         264人
妊婦健康診査（14回）      17,781人
産婦健康診査　    　       1,531人
パパママ学級（母親コース）　 166人
パパママ学級（両親コース）　 625人
妊産婦訪問指導　 　 　        86人
新生児訪問指導     　      1,812人
乳幼児訪問指導               215人
子育て相談室       　     11,035人
地域子育てクラス              50組
離乳食教室                   654人
母子保健相談                 496人
妊婦歯科健康診査             663人
親と子の歯みがき教室         115人
幼児歯科健診               2,333人
保育所等巡回歯科保健指導　     0人
産婦・乳幼児保健指導　　      13人
母子栄養強化食品支給         556人

３

母子の健康支援

母子の健康支援

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度
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令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　女性のための健康講座については、共
催講座ではなく、協働講座として回数を
増やした。

　母子向けに特化した協働講座において
も増やしていくことを検討する必要があ
る。また、他課との連携も模索していく
必要がある。

　講座においての参加者の増加につなが
るよう検討する。

　前年と同様に新型コロナウイルス感染
を懸念され乳幼児健診を未受診のままの
方に働きかけ受診頂き、支援が切れ目の
無いように図った。４月から３歳児健診
で目の屈折検査機の導入と３つの健診で
簡略化した予診も再開し、健診精度の向
上を図った。
　産前産後サポート事業は利用時間と委
託事業者を増加し、事業を拡大させた。
　産後ケアに関しては、受け入れ月齢を
拡大し、１歳未満の児とその保護者の受
入れを開始した。
　パパママ学級や離乳食教室はコロナ対
策としてリモート対応だけから、感染対
策を図り対面開催に拡大し柔軟な対応を
した。

  産後ケアでは、実施施設での安全管理
について、対策を講じていく必要があ
る。また、産後ケア事業のショートステ
イ利用希望者が多く利用が難しいことも
ある。
　パパママ学級での妊婦同士、パート
ナー同士の交流プログラムをコロナで縮
小したままである。

  今後も円滑に健診運営できるように検
討工夫を行っていく。また、保護者への
働きかけを継続し、受診率を維持し支援
の継続を図る。
　産後ケアは委託施設において各施設の
マニュアルを作成し、安全対策を講じて
いく。また、ショートステイ実施施設の
拡大にむけて検討していく。
　パパママ学級の受講者間の交流プログ
ラムの再開に向けて検討していく。

令和５年度
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目　　標 　Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの推進

課　　題 　２ 子育て支援・介護支援

施　　策 （４）高齢者・障害者・介護者支援等の充実

取組と実績
担当課
評価

47 高齢者支援課

　高齢者住宅管理戸数　129戸

３

48① 高齢者支援課

　在宅で生活している65歳以上で要介護３以上に認定された方に
対して、自宅に理容師・美容師が訪問して調髪サービスを行っ
た。
　延べ  2,389人 ３

48② 介護保険課

　在宅介護サービスを低所得者の方でも利用しやすくなるよう、
サービスの自己負担の1/4を軽減する介護サービス利用料軽減事業
を実施した。
　年度末対象者　3,165人

３

49① 多様性社会推進課

　在宅介護の基礎に関する講座を開催した。
  R4　 1回 14人（男性5人）
　R3　 中止
　R2   1回 11人
　R1   1回　0人

２

49② 高齢者支援課

　「介護保険ガイド＆おとしよりのふくし」の発行等により情報
の提供に努めた。
　「介護保険ガイド＆おとしよりのふくし」発行部数
14,000部（介護保険課分と合算） ３

49③ 介護保険課

　介護保険ガイドの発行や、窓口相談や出張説明会等により情報
提供に努めた。

介護保険ガイド作成数　7,000部
出張説明会　　　1回（4人参加）
事業者相談数　　　　　1,887件
利用者相談数　 　　　　 143件

３

49④ 障害者福祉課

【精神保健福祉啓発事業】
〇メンタルヘルス講座の開催
「不安が多い世の中で生き方を考える～森田療法～とは」
　府中市、及び精神保健福祉協議会ホームページで公開（視聴者
200名程度）
〇ガイドブック「メンタルヘルスナビ」に訪問看護事業所を追加
するために事業所に調査をした。
〇府中市の精神保健福祉に関する課題の抽出、課題への取組につ
いて検討　定例会議12回（Web会議）

３

　男女が共に介護における役割を担っていくために、ホームヘルプサービス等の介護負担を
軽減し介護を支える仕組みを周知し、仕事と介護の両立等に有効な活用を促すとともに、高
齢者や障害のある人の自立や生きがい活動の支援等を行います。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

介護に関する知識や情報の
提供

介護に関する知識や情報の
提供

高齢者住宅の確保

介護保険事業など福祉サー
ビスの充実

介護保険事業など福祉サー
ビスの充実

介護に関する知識や情報の
提供

介護に関する知識や情報の
提供
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　高齢者住宅の安定的な提供に努め、当
初計画どおりに管理した。
　計画値　129戸

　自身での住まいの確保が困難な高齢者
に対して生活の場を提供できるよう、当
該事業を継続して実施する必要がある。

　住宅に困窮し、または、居宅での生活
が困難な高齢者に対して生活の場を提供
するため、継続して事業を実施する。
　計画値　129戸

　申請のあった対象者全員に対して、理
容師または美容師の派遣を実施した。

　利用実績が増加傾向にあり、今後も要
介護３以上の在宅高齢者の生活支援及び
在宅介護している世帯の負担軽減を図る
ために、継続的に事業を実施する必要が
ある。

　在宅高齢者の生活支援及び在宅介護を
している世帯の負担軽減を図るため、継
続して事業を実施する。

　新規申請受付や年度更新判定事務によ
り、要件に該当する方に対し認定証を発
行した。また、各種媒体や関係者に対
し、制度周知を引き続き行うことで、支
援が必要な方への制度利用を促した。

　引き続き制度の周知を図り、自立した
生活の実現のために、支援を必要とする
低所得者に制度を利用してもらうことが
求められる。

　事業の性質上、数値目標を設定するこ
とは馴染まない。
　引き続き、市民やケアマネジャー等
に、広報やおとしよりの福祉、ケアマネ
ジャー連絡会等を通じて制度周知を進
め、低所得者の支援につなげていく。

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴
い、講座が中止となり、計画どおり実施
できなかったため。

　講座企画・内容・周知方法等を検討す
る必要がある。

　意識啓発事業年間　１回以上
　参加者　20人以上

　冊子の配布等により、必要な方への情
報提供は概ねできたと考えている。

　効果的に情報を提供するため、高齢者
本人に向けた発信なのか、家族等に向け
た発信なのかを適切に判断し、情報発信
の手段を選択していく必要がある。

　「介護保険ガイド＆おとしよりのふく
し」の発行等により情報の普及啓発を行
う。
　「介護保険ガイド＆おとしよりのふく
し」発行部数　14,000部（介護保険課分
と合算）

　各種福祉サービスの情報提供などに
よって、男女で役割を分けない支え合い
のあり方について周知を図ることができ
た。
　事業者や利用者からの相談について
は、それぞれ適切な助言や指導により解
決を図った。

　出張説明会は、各団体からの要請に応
じて実施するため、当該説明会の存在を
周知するとともに、より分かりやすい内
容とするように努める。

　引き続き、制度などの情報提供に努め
ていくが、各種相談等は要請に応じて随
時対応することも多いため、数値目標は
設定しづらい。
　そのため、気軽に相談しやすい体制づ
くりなどを図っていく。

【精神保健福祉啓発事業】
　昨年に引き続き、感染症拡大状況を踏
まえてオンラインで動画配信をした。

【精神保健福祉啓発事業】
　感染症に関する情勢を鑑み、今後もオ
ンラインで実施するか講演会を再開する
か検討。
　講義内容の検討方法。

【精神保健福祉啓発事業】
○メンタルヘルス講座：講座の開催方法
の工夫
○メンタルヘルスナビ：情報の更新方法
について
○定例会議：引き続き、課題の検討

令和５年度
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取組と実績
担当課
評価

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

50
障害者（児）サービスの充
実

障害者福祉課

【自立支援介護給付事業】
　居宅、施設で生活する障害者（児）が受ける介護サービスにつ
いて必要な給付を行った。
・訪問系サービス
①居宅介護　    実人数471人　 延利用時間    80,206時間
②重度訪問介護　実人数 69人　 延利用時間 367,168.5時間
③行動援護　    実人数 13人　 延利用時間     2,574時間
④同行援護　    実人数 75人　 延利用時間    11,838時間
・日中活動系サービス等
①生活介護　    実人数459人　 延利用日数     125,192日
②療養介護　    実人数 35人　 延利用日数      12,134日
③短期入所　    実人数246人 　延利用日数       8,432日
・居住系サービス
①施設入所支援　実人数157人 　延利用日数      54,211日

【自立支援訓練等給付事業】
　障害者が社会生活を営む上で必要な訓練、また知識や技術を提
供するサービスについて必要な給付を行った。
・日中活動系サービス等
①自立訓練(生活訓練)　　実人数 79人延利用日数  8,013日
②自立訓練(機能訓練)　　実人数  0人延利用日数      0日
③宿泊型自立訓練　   　 実人数  3人延利用日数    584日
④就労移行支援　     　 実人数207人延利用日数 21,328日
⑤就労移行支援(養成施設)実人員  1人延利用日数　 　15日
⑥就労継続支援(A型)　　 実人数 17人延利用日数  6,067日
⑦就労継続支援(B型)     実人数592人延利用日数 85,325日
⑧就労定着支援          実人数 87人延利用日数    646日
⑨自立生活援助　        実人数  3人延利用日数     28日
・居宅系サービス
①共同生活援助　        実人数338人延利用日数104,064日

【障害児通所給付事業】
　通所施設を利用する障害児に対し、必要な給付を行った。
①児童発達支援          実人数366人 延利用日数20,540日
②医療型児童発達支援　  実人数 24人 延利用日数   953日
③放課後等デイサービス  実人数682人 延利用日数78,469日
④居宅型児童発達支援　  実人数  1人 延利用日数    51日
⑤保育所等訪問支援　    実人数 35人 延利用日数   589日

３
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令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

令和５年度

　自立支援介護給付費や訓練等給付費、
障害児通所給付費等の障害福祉サービス
利用者は増加傾向となっている。

　今後も利用者の増が見込まれるため、
更なる安定的なサービス提供体制を確保
していくことが必要である。

　必要なサービスを受給できるよう引き
続きサービス提供体制の確保に努める。
事業の趣旨から数値目標を定めるのは妥
当ではない。
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１ 配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （１）暴力の根絶に向けた取組の推進

取組と実績
担当課
評価

51 多様性社会推進課

・11月の女性に対する暴力をなくす運動に合わせて、関連講座、
パネル展示、パープルバルーン・パープルライトの展示を実施し
た。
  R4  1回 11人(男性2人)
　R3  2回 27人(男性2人)
　R2  1回 12人(男性2人)
　
・市内学校と連携して行うデートDV意識啓発講座
  R4 300人（中学校：会場、大学：オンライン)
  R3 112人（大学：会場＋オンライン同時開催)
  R2 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・保護者（一般向け）DV意識啓発講座
　R4  1回  7人(男性0人)
　R3  1回 22人(男性2人)
  R2 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

３

52 多様性社会推進課

　ＤＶ被害者支援対応マニュアル研修を１回実施し、庁内の連携
を図った。
  R4  55人
　R3　50人
  R2  53人
　R1　51人
　H30 47人

３

　配偶者等からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であることや「配偶者から
の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の内容などについて、パープルリボンキャ
ンペーンや講座を通じて意識啓発を図り、DVやデートDVに関する理解と根絶に努めます。
さらに、DV被害者支援対応マニュアルに基づく研修を実施し、市職員の共通認識を徹底しま
す。また、SNS等での発信が人権侵害につながる可能性があることから、メディアリテラシー
の普及・啓発に努めます。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

暴力を防ぐための意識啓発

庁内連携の強化
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

　

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り実施できたため。 ・意識啓発活動を継続的に行うこと。
・デートＤＶ意識啓発を行うこと。

・女性に対する暴力をなくす運動関連の
啓発講座の実施
・意識啓発ポスターや、パープルリボン
関連事業を実施
・市内学校、保護者を対象としたデート
ＤＶ意識啓発講座の実施

　計画通りＤＶ被害者支援対応マニュア
ル研修を通し、職員に共通認識の徹底を
図ったため。

　参加した職員以外への意識啓発。 　ＤＶ被害者支援対応マニュアル研修を
年１回実施する。

令和５年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１ 配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （２）被害者に対する支援の充実

取組と実績
担当課
評価

53
多様性社会推進課

　令和２年５月から女性問題相談窓口を拡充(水・金曜午後６時～
午後９時、土曜午前９時～午後５時/電話のみ)し、相談体制の強
化を図った。また、市ホームページや広報などで周知活動を行っ
た。

３

54 多様性社会推進課

　各関係機関との連携を図り、ＤＶ被害者保護のための情報交換
及びＤＶ被害者の相談を行った。
　庁内関係部署との連携会議を開催し、各部署と情報を共有する
ことで、庁内における二次被害の防止に努めた。
　市町村担当課長会議・担当者会議・女性のための相談に関する
懇談会に出席した。 ３

55 多様性社会推進課

　民間シェルターからの要請がなかったため、実績なし。

３

　被害者が配偶者等からの暴力から逃れ、本人の意思に沿った自立に至るまでには、相談か
ら自立支援等まで、様々な機関からの支援を必要とするため、被害者に対して心身のケアを
行い、関係機関と連携しながら、DVに関する相談や支援体制の強化を図ります。
  また、被害者の中には、被害に遭っている認識がない場合もあり、被害者自身の気付きを
促すための情報提供や女性問題相談カードの配布等による相談窓口の周知を徹底します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

相談体制の充実

関係機関との連携の強化

民間シェルターへの財政的
支援
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　周知活動の結果、拡充した時間帯の相
談は全体の25%を占め、相談体制の強化を
図ることができたため。

　相談しやすい相談窓口の運営につい
て、引き続き検討する必要がある。

　引き続き、ＤＶ被害者支援対応マニュ
アルを活用し、相談体制の強化や関係機
関・関係部課との連携を図る。
　相談しやすい相談窓口の体制の構築に
向け検討する。

　計画通り、定期的に関係機関との情報
交換の会議を開催し、連携の強化を図
る。

　各機関、素早い対応ができるよう、こ
れまで以上に関係を強化すること。

・連携会議を年１回実施する。
・市町村担当課長会議・担当者会議に出
席し、他自治体の施策等の情報収集を行
う。

　計画通り、定期的に関係機関との情報
交換の会議を開催し、連携の強化を図
る。

　各機関、素早い対応ができるよう、こ
れまで以上に関係を強化すること。

・連携会議を年１回実施する。
・市町村担当課長会議・担当者会議に出
席し、他自治体の施策等の情報収集を行
う。

令和５年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　１ 配偶者等からの暴力の防止

施　　策 （３）自立支援体制の確立

取組と実績
担当課
評価

56 住宅課

　公営住宅の入居時期や資格等をまとめたチラシを住宅課窓口と
市政情報センターで配布し、情報提供した。また、広報ふちゅう
や市のホームページで募集時期を周知した。

３

57 総合窓口課

　支援登録している被害者990人の個人情報を適正に管理した。住
民票の写しや戸籍の附票等の交付に際しては、請求権有無の確
認、指定の身分証での本人確認等を徹底し、交付を行った。ま
た、公用請求や第三者請求についても、電話連絡や注意喚起の付
箋を付ける等、取扱いについて注意を促し、交付した。
※990人＝令和５年４月１日現在の人数

３

DV被害者が自立した生活を送れるよう生活基盤を整えるため、公営住宅等の入居についての
情報提供等を行います。
また、被害者が安全な生活を送るため、住所等が加害者に知られることのないよう、被害者
の個人情報の管理の徹底を図ります。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

公営住宅への入居の情報提
供

被害者の個人情報の管理の
徹底
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　公営住宅募集に関する市民からの問合
せ等は、特に募集時期が近づいてくる
と、ＤＶ被害者も含め多くの問合せ・相
談があることから、これまでの情報提供
の効果が反映しているものと考えてい
る。

　今後も、公営住宅の入居時期や資格等
をまとめたチラシを住宅課窓口等で配布
し、情報提供していくが、対象の方がＤ
Ｖ被害者ということから積極的な情報提
供方法に限りがある。

　ＤＶ被害者に対しどれくらい情報提供
できたかをはかることが困難であり、数
値目標の設定になじまない事業である
が、引き続き情報提供を進め、幅広く周
知できるよう努めていく。

　住民票の写し、除票及び戸籍の附票の
交付等の際は、特定の職員が確認の上、
発行制限解除・発行・再度制限をし、取
扱いは厳重にしている。

　年々対象者が増加していく傾向だが、
引き続き取扱いに注意し、適切な対応を
する。

　見込被害者1,040人の個人情報は、引き
続き特定の職員のみ扱うこととし、被害
者の住民票の写しや戸籍の附票等の交付
については、細心の注意を払って交付す
る。また、他課と情報共有が必要な事案
については、適宜連絡を取り合う等、適
切な情報連携に努める。
※1,040人＝令和５年４月１日現在の人数
に見込みを加えた人数

令和５年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （１）家庭内暴力等の根絶に向けた取組の推進

取組と実績
担当課
評価

58 子ども家庭支援課

・子育て支援講演会　　　　　　1回
・関係機関研修会　　　　　　　2回
・内部研修会　　　　　　　　　2回
・事例検討会　　　　　　　　 17回
・児童虐待防止普及啓発活動　　5回

３

59① 広聴相談課

　人権身の上相談
　基本的人権が侵害される諸問題や悩み事に対し、人権擁護委員
が助言・指導を行った。
　人権　 女性  7人 男性  4人
　身の上 女性 23人 男性　8人
　小計　 女性 30人 男性 12人
　　　　 合計　　　     42人

３

59② 多様性社会推進課

　女性を取り巻く社会状況を見据えた上で、自分らしい生き方を
見つけるための支援をした。また、ドメスティック・バイオレン
スやセクシュアルハラスメントに対する相談にも対応した。ま
た、令和２年度からは相談時間を拡充し、水・金曜日の午後６時
～９時、土曜日の午前９時～午後５時について電話相談を実施。

　相談体制　月～土曜　午前9時～午後5時
　　　　　　水・金曜　午後6時～午後9時
　相談員5人（原則2人体制）

　令和4年度女性問題相談総件数　1,492件
　自分自身 432件(29.0％)
　夫婦関係 290件(19.4％)
　家族関係 312件(20.9％)
　その他　 458件(30.7％)

　過去の相談総件数
  R3  1,294件
  R2  　928件
  R1  1,098件

３

59③ 高齢者支援課

　市と地域包括支援センターにおいて、主に高齢者の相談を受け
付けた。

　市・地域包括支援センターにおける
　相談件数（延件数）50,177件
　　（内訳　市 ：4,377件、包括：45,800件）

３

　子ども、高齢者、障害のある人等への暴力の予防と根絶のための情報提供、意識啓発の充
実を図るとともに、相談しやすい体制づくりを進めます。特に、児童虐待については、虐待
を防ぐための意識啓発や、相談しやすい体制づくりに努め、子育て家庭の孤立化を防ぐとと
もに、育児不安や精神的不安の解消を図り、虐待の早期発見、早期対応や保護・自立に至る
までの総合的な支援体制の整備を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

児童虐待を防ぐための意識
啓発

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　市民等を対象に子育て支援講演会を開
催し、児童虐待防止の普及啓発及び育児
不安の軽減を図った。また、研修会や事
例検討会を開催し、職員の専門性向上を
図った。
　児童虐待防止普及啓発活動について
は、本年度開所した子育て世代包括支援
センターみらいのスペースを活用し、実
施回数を増やすことができた。

　児童虐待防止の普及啓発、職員の専門
性向上を通じて、児童虐待防止ネット
ワークを構築し、児童虐待の未然防止及
び早期発見・早期対応による重篤化防止
を図る。
　講演会・研修会の実施方法について
は、参加しやすさや効率性を考慮し、引
き続きオンライン化も併せて検討してい
く。

目標
・子育て支援講演会　1回
・関係機関研修会　　2回
・内部研修会　　　　2回
・児童虐待防止普及啓発活動
　6回

　家族間の悩み事や近隣関係のトラブル
が多く、何度も来庁する相談者もいる
が、適切な助言等を行うことができ、一
定の成果は得られている。

　市民への効果的な周知方法を検討する
必要がある。

　助言やアドバイスを行える相談体制の
充実と市民への効果的な周知に努めてい
く。

　計画通り、継続した相談体制の確保と
共に、リーフレットを作成し、周知活動
にも努めたため。また、市民のニーズに
応え令和２年度から相談時間を拡充し、
利用件数も増加しているため。

　引き続き、相談しやすい相談窓口の運
営について、検討する必要がある。

　引き続き、現在の相談体制を維持し、
有効に活用されるよう周知活動を行うと
ともに、相談時間の拡充について周知を
行う。

　必要な相談対応ができたと思われる。 　支援が必要な方を把握し、支援に繋げ
るよう、相談窓口の更なる周知を図る必
要がある。
　また、受け付けた相談に対して適切な
助言等を行い、相談者の権利を擁護して
いくためには、関係機関との連携が不可
欠である。

　市と地域包括支援センターにおいて高
齢者等の相談を受け付けていくなかで、
相談者が安心して生活できるように支援
していく。

令和５年度
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取組と実績
担当課
評価

59④ 障害者福祉課

　委託相談機関と合わせた相談件数
＜方法＞
・訪問　　　　　　984件
・来所　　　　　1,927件
・同行　　　　　  251件
・電話　　　　  8,634件
・電子メール　　　212件
・個別支援会議　　784件
・関係機関　　　4,754件
・その他　　　　　569件
＜内容＞（重複あり）
・福祉サービスの利用　　11,430件
・社会資源の活用　　　 　1,555件
・医療・病気・不安解消　 7,015件
・生活技術・就労　　　 　1,500件
・その他　　　　　　 　  5,247件

３

59⑤ 健康推進課

【保健相談室（来所・電話・訪問）】成人の健康（こころとから
だ）に関することについて保健師による相談を実施した。
ＤＶに係る相談：4件（令和3年度21件）

３

59⑥ 子育て応援課

　母子家庭や寡婦・女性が抱えている問題について、専門相談員
による相談を実施した。

相談件数  2,514件
相談内容　生活一般、児童、経済的支援、生活支援等
対応策　相談内容により課題解決に必要な支援策の情報提供等を
行った。

３

59⑦ 子ども家庭支援課

○子どもと家庭の総合相談実績
新規相談受理件数　1,646件
（内訳）養育困難　1,004件
　　　　児童虐待　　389件
　　　　保健　　　　 19件
　　　　障害等　　   14件
　　　　非行　　      1件
　　　　育成　　    171件
　　　　不登校　　   18件
　　　　その他　　   30件

３

59⑧ 保育支援課

○地域子育て支援センター「はぐ」きたやま・さんぼんぎ・ひが
し・すみよし
　延利用者数：16,633人
（うち子8,726人）
〇利用者支援事業（地域子育て支援センター「はぐ」）
　延相談件数：221件
○育児相談（保育所）
○子育てひろば「ポップコーン」事業等
　7か所
　延参加人数：3,483人
（うち子1,780人）
○園庭開放
　週2回12か所
　延参加人数：4,789人
（うち子2,514人）

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実
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令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　相談状況については年々複雑化、多様
化しているため効果としての一定の評価
は難しいが、相談件数はほぼ横ばいであ
り、一定の効果は達成できているものと
考える。

　相談内容は複雑なものが多く、関係機
関との連携が必要である。委託相談機関
との連絡会などを用いて、連携の強化や
相談技術の向上を図っていく必要があ
る。

　事業の趣旨から数値目標を定めるのは
妥当ではないため、各種研修等への参加
による相談員のスキルアップを図ってい
く。

　ＤＶに係る相談件数は前年度より減少
している。今後も相談先について周知し
ていくとともに、専門相談・支援先へつ
なげられるように支援を行っていく。

　社会変化や生活様式の変化により相談
者が減少しているとは考えにくいため、
今後も相談窓口の周知を進めるとともに
相談機関との連携をさらに深めていく。

　相談を希望する市民が安心して相談で
きる体制を整える。

　相談内容が複雑・多様化している。適
切な助言・支援ができるよう今後も対応
していく。

　相談内容の複雑・多様化が見込まれる
ため、引き続き関係機関との連携を強化
し、ひとり親家庭の自立支援に向けて支
援していく。

　関係機関と必要時には適切な情報共有
を実施し、連携を強化していく。
　就労支援員の専門性を活かして、就
労・資格取得等ひとり親家庭の自立に向
け適切な支援を行っていく。

　児童虐待や養育困難に関する新規相談
受理件数の増加はなかったが、関係機関
と連携して支援を行い、育児不安の解消
や子育て支援サービスの利用の円滑化を
図った。

　子ども家庭支援センター「たっち」お
よび子育て世代包括支援センター「みら
い」において、電話、メール、面接等に
より子どもと家庭の総合相談を行う。ま
た、児童虐待等への対応を行う「みら
い」が中心となり、支援を必要とする家
庭に対し、養育が適切に行われるよう相
談員が訪問等を行い、相談等の支援を行
う。

　子どもと家庭の総合相談による育児不
安の解消や子育て支援サービスの利用の
円滑化を通じて、児童虐待の防止を図
る。

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴
い、緊急事態宣言発令中は子育てひろば
事業の開催を中止せざるをえない時期も
あったが、感染防止対策を行い、予約
制・定員制で開催した。
　情報交換、交流の場を提供する中で、
地域子育て支援センター「はぐ」を中心
に、保育士等による相談がなされている
（生活、睡眠、栄養、健康、発達、遊
び、排泄、かかわり等）。市内全域で行
われており、身近な相談場所としても機
能している。
　11月から府中市公式ＬＩＮＥアカウン
トから予約ができるようになり利便性が
向上した。

　社会状況を見ながら、地域子育て支援
センター・子育てひろばの利用制限の見
直しをする。
　ＬＩＮＥ機能を更に活用しサービスの
幅を広げる。
　妊娠期から支援、外国籍の親子など多
様なニーズに対応し、子育て家庭が気軽
に相談でき、困難や悩みにも応えられる
きめ細かい支援を進める。
　地域子育て支援センター「はぐ」と子
育てひろばのそれぞれが担う役割や事業
内容を整理する。
　他機関と連携し子育て家庭に寄り添う
地域に根差した支援を進める。

子育てひろば
「ポップコーン」  7か所
「その他の事業」 17か所
　園庭開放　     11か所

※子育てひろば
「ポップコーン」事業等
　開催事業数      905回
（園庭開放含む。）

　地域子育て支援センター「はぐ」４か
所におけるひろば事業及び利用者支援事
業の実施

令和５年度
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取組と実績
担当課
評価

59⑨ 児童青少年課

　青少年の抱える悩みに関する本人又はその親族等からの相談に
応じ、関係機関の紹介や助言を行う青少年総合相談事業を実施し
た。また、令和４年度より小中学生やその保護者を対象に、子ど
も自身の心や体、交友関係等に起因する不安や悩みなどについ
て、スマートフォン等の通信機器を通じて気軽に相談できる環境
の整備を図り、小児科医等と直接相談ができる思春期オンライン
相談事業を実施した。
▽青少年総合相談事業
○相談人数…11人（延28件）
▽思春期オンライン相談
○相談人数… 2人

３

59⑩ 指導室

　電話相談、教育相談、市立小中学校への巡回相談、スクール
ソーシャルワーカーによる相談業務を実施し、児童・生徒の適応
等に関して支援した。
▼電話相談件数　483件
▼教育相談件数　538件
▼巡回相談件数　小学校119件、中学校8件
▼スクールソーシャルワーク事例件数　165件

３

60 子ども家庭支援課

・要保護児童対策地域協議会代表者会議　    　1回
・要保護児童対策地域協議会実務者会議兼児童虐待相談事例進行
管理会議　　3回
・児童相談所との児童虐待相談進行管理会議　　4回
・個別ケース検討会議　　170回
・支援プラン会議　　12回 ３

担当課

令和４年度

各種相談体制の充実

各種相談体制の充実

児童虐待防止への対応

事業項
目番号

事業項目
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令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　青少年に係わる様々な相談に応じ、関
係機関の紹介や助言等を行うことができ
た。

　相談事業の更なる周知及び内容の充実
を図るとともに、関係機関との連携強化
を図る。

　更なる周知を図るために、教育委員
会、学校と連携した資料配布を実施す
る。

　教育相談、スクールソーシャルワー
カーとも、相談の受理に際しては保護者
や子どもに面談を行って状況を把握する
とともに、検討会を行い、支援方針を定
めて対応を行っている。また、関係機関
と連携を図りながら相談者の課題解決に
努めている。

　近年、相談内容は多岐に渡るととも
に、多様化・複雑化しているため、より
質の高い相談機能の構築が必要となる。

　関係機関と連携を強化し、相談体制の
充実に努めるとともに、教育センター内
で実施している電話教育相談、教育相
談、巡回相談、スクールソーシャルワー
カー等の間で情報連携を行う。

　要保護児童対策地域協議会を開催し、
関係機関との連携強化や要支援家庭への
きめ細やかなサービス提供を行った。ま
た、子育て世代包括支援センター事業を
実施し、妊娠期からの切れ目のない支援
を行った。

　関係機関との連携強化を通じて、児童
虐待防止ネットワークを構築し、児童虐
待の未然防止及び早期発見・早期対応に
よる重篤化防止を図る。

・要保護児童対策地域協議会代表者会議
1回
・要保護児童対策地域協議会実務者会議
兼児童虐待相談事例進行管理会議　　3回
・児童相談所との児童虐待相談進行管理
会議　　4回
・支援プラン会議　　12回

令和５年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （２）セクシュアルハラスメント等防止の推進

取組と実績
担当課
評価

61① 多様性社会推進課

　情報資料室に書籍・パンフレット・啓発ビデオ等の各種資料を
設置し、意識啓発に努めた。

２

61② 産業振興課

　国や東京都の作成する就労に関するセミナーのパンフレットを
産業振興課窓口及び文化センター・プラッツ等関係機関に配布し
た。

３

62① 職員課

　ハラスメント防止研修を実施した。
【令和４年度実績】
○管理職対象
・実施回数　 1回
・参加者　  23人（男性20人 女性 3人）
○一般職員対象
・実施回数　 1回
・参加者　　40人（男性26人 女性14人）

４

62② 指導室

　令和４年度の取組として、新たに全学校管理職に対しハラスメ
ント研修を実施した。また、例年の取組みとして、引き続き、服
務事故防止研修内で事例として取り上げたり、校長会で注意喚起
を行ったりした。

３

63① 職員課

　引き続き４人の担当者（男性２人、女性２人）による苦情処理
担当窓口を設置し、相談しやすい体制を整えた。
　また、高い専門性と知識を身に付けた専門家による外部相談窓
口を設置し、より相談しやすい環境の整備を図った。 ３

63② 指導室

　引き続き相談窓口を設置するとともに、相談窓口について全教
職員に向けて周知を行った。

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

職場・地域等におけるセク
シュアルハラスメント等防
止の推進

　セクシュアルハラスメントは、職場のみならず、学校や地域社会等、様々な場面において
起こり得るものです。加害者の無自覚な言動がセクシュアルハラスメントとなることもあ
り、セクシュアルハラスメント防止に向けた意識啓発とともに、様々なハラスメントの防止
に向けた取組も重要であるといえます。
セクシュアルハラスメント等は社会的に許されない行為であることを広く周知徹底するた
め、普及・啓発や相談体制の充実を図ります。
また、雇用の場におけるセクシュアルハラスメント等の防止に向けては、労働者・使用者の
双方に対して普及・啓発を行い、主体的な取組を促します。

職場・地域等におけるセク
シュアルハラスメント等防
止の推進

職員・教職員に対する研修
の実施

職員・教職員に対する研修
の実施

職員・教職員のための相談
窓口の安定的な運用

職員・教職員のための相談
窓口の安定的な運用
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り、継続的に各種資料等で意識
啓発に努めたが、講座等の実施が行えな
かったため。

　様々なハラスメントを啓発する講座の
検討。

　引き続き、情報資料室に書籍・パンフ
レット等を配架するとともに、講座実施
の検討を行う。
　今後も情報提供等により、セクシュア
ルハラスメントのない環境整備に努め
る。

　パンフレットの配布によりセミナー等
の周知を行ったため。

　パンフレットの配布枚数・配布場所に
ついて記録を行っていなかった。

　国や東京都の作成するパンフレットを
配布し、周知を行い、配布枚数・配架場
所について、記録を行う。

　予定通り研修を実施でき、ハラスメン
ト防止のための意識や知識を身につける
ことができた。

　継続的な取組が必要なことから、今後
も引き続き、研修を実施する必要があ
る。

　引き続き、管理職対象及び一般職員対
象の研修を各1回実施する。

　例年の取組みに加え、新たに全学校管
理職に対しハラスメント研修を実施した
ことにより、ハラスメント防止について
の理解をより一層深めるとともに、改め
て管理職一人ひとりに意識付けを行うこ
うとができたため。

　繰り返しの意識付けが重要であるた
め、今後も継続して意識付けを行う。よ
り効果的な研修となるよう研修内容や実
施方法等の見直しを行っていく必要があ
る。

　引き続き機会を捉え、ハラスメント防
止に係る意識付けを行う。また、ハラス
メント防止研修を継続的に実施すること
で、より教職員の意識を高めたい。

　身近な相談窓口と、24時間受付可能
（Web)な外部相談窓口の併用により、相
談しやすい体制を構築出来ているため。

　今後もセクシュアルハラスメント及び
パワーハラスメントに関する苦情処理体
制として相談窓口を設置し、両ハラスメ
ントの防止を推進することで、職員が快
適に働くことができる職場環境の実現を
図る。

　引き続き、相談しやすい体制を常時整
えて、対応していく。

　継続的に相談窓口を設置するととも
に、相談先を明確にすることで、安定的
な運用を図ることができたため。

　引き続き相談窓口を設置し、教職員が
相談しやすい体制を整えておく。

　引き続き相談窓口を設置し、教職員が
相談しやすい体制を整えておく。

令和５年度
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （３）性的マイノリティへの理解促進と支援

取組と実績
担当課
評価

64
重点
取組
事項

多様性社会推進課

　多摩地域９市で連携し、教員や児童を対象とした性的マイノリ
ティに関する研修を実施した。ただし、本市での実施はできてい
ない。

２

65 多様性社会推進課

　東京都パートナーシップ宣誓制度との連携に伴い、市ホーム
ページ等で周知を行った。
累計宣誓件数：17件（うち４件が令和４年度宣誓件数） ３

府中市男女共同参画推進協議会による第三者評価

【項目評価基準】
・　立てられた計画に基づき、着実に実行して 　　　Ａ…施策は非常に良好に進展している

　　　Ｂ…施策は良好に進展している　　

・　担当課の自己評価は適切に行えているか 　　　Ｃ…現状維持

・　課題を適切に把握しているか 　　　Ｄ…施策がやや後退している

　　　Ｅ…後退している

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

性的マイノリティに関する
理解の促進

　近年、性の多様性については徐々に社会的な認識が進んでいるものの、依然として、性的
マイノリティに対する差別や偏見によって、当事者の方が様々な困難を抱える状況は少なく
ないといわれています。性的マイノリティに対する偏見や差別の解消等を目指し、意識啓発
を行うとともに、平成31年４月１日に施行されたパートナーシップ宣誓制度の周知に努めま
す。

パートナーシップ宣誓制度
の周知

　　いるか
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　本市では研修の実績がないため。 　教育委員会等に対して研修の周知を行
う必要がある。

　校長会や市内小中学校への訪問を通し
て周知を行い、研修の実施に繋げる。

　東京都パートナーシップ宣誓制度の開
始により、市制度の新規利用者数が減る
と予測されたが、例年と同程度の宣誓が
あったため。

　市ホームページにて、市制度と併せて
都制度の周知も行ったが、市制度の宣誓
（希望）者の中には、都制度の存在を知
らない人が多数いた。

　引き続き市ホームページ等で周知を行
い、市民それぞれの希望に応じて、都制
度または市制度を適切に案内する。

重点項目 評価

６４ Ｄ

令和５年度

判定理由及び改善策等の提言

　令和４年度において、多摩地域９市で連携し事業を実施したことは重要な取組実績と考えます。性的マイノリ
ティに関する意識啓発は広く実施することが大切と考えますので、研修等の実施にとどまらず、リーフレットや
ハンドブックなどを活用した啓発方法なども視野に積極的な啓発の取組みを進めてください。
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目　　標 　Ⅲ 人権が尊重される社会の形成

課　　題 　２ 人権の尊重

施　　策 （４）平和・人権意識の啓発の推進

取組と実績
担当課
評価

66 多様性社会推進課

　憲法講演会「日仏を比べて学ぶ！憲法とLGBTQカップル」を開
催。
参加人数：会場3人+オンライン15人

２

67 多様性社会推進課

　平和展（２回）・平和のつどい・夏休み平和子ども教室・平和
映画会を実施し、多世代に対して平和意識の啓発を行うことがで
きた。

３

　人権の尊重は、男女共同参画社会づくりの基盤となるものです。平和を願い、人権を大切
にする意識を高めるとともに、平和に関する学習や啓発事業を推進します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

憲法講演会の開催

平和展の開催
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【担当課評価基準】　
　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　性的マイノリティをテーマとした憲法
講演会を実施したが、参加人数が少な
く、広く市民に憲法について考えてもら
う機会とはならなかったから。

　講演会の内容が少々専門的であり難し
かったため、広く市民向けの講演会とし
て内容を見直す必要がある。

　多文化共生や男女共同参画等をテーマ
とした憲法講演会を実施し、年齢・性別
等を問わず、多様な市民に対して人権意
識の啓発を行う。

　平和のつどいと夏休み平和子ども教室
の内容を見直したことで、主に若い世代
に対して平和意識の啓発を行うことがで
きたため。

　平和に関するイベントは、参加者が受
け身になるものが多いため、双方向のコ
ミュニケーションにより参加者が主体的
に平和について考えることのできるイベ
ントを実施する必要がある。

　平和のつどいで「ミーツ・ザ・ワール
ド」（子どもたちが外国人との対話を通
して平和について考えるオンライン・ア
クティビティ）を実施することで、主体
的に平和について考え発信することので
きる次世代を担う人材を育成する。

令和５年度
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　３ 生涯を通じた健康支援

施　　策 （１）性別・年代別に応じた健康保持・増進支援

取組と実績
担当課
評価

68① スポーツタウン推進課

成人のための運動教室実施
教室数　　　   8コース
教室実施回数 　  239回
申込人数　 延    510人
参加人数　 延　5,427人

５

　男女の健康の維持・増進のために、健康診査や保健指導を行うとともに、健康的な食生活
や運動習慣の確立を目指し、自発的に健康づくりに努めることができるよう、それぞれのラ
イフステージに応じた健康支援を図ります。
また、女性が主体的に妊娠・出産について自己決定することができるよう、リプロダクティ
ブ・ヘルス／ライツの普及・啓発活動を充実します。

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

ライフステージに応じた健
康支援

68②
ライフステージに応じた健
康支援

健康推進課

　各種がんや骨粗しょう等早期発見、治療のための健康診査等、
予防に重点をおいた健康指導を行う。
【がん検診】
感染対策を講じながら、後期（10～1月）のみで実施。
子宮頸がん検診　1,913人
子宮頸がん検診（特定年齢受診勧奨）2,936人
子宮頸がん受診率（対象人口率加味）16.1%
乳がん検診　1,966人
乳がん検診（特定年齢受診勧奨）3,573人
乳がん検診受診率（対象人口率加味）24.0%
大腸がん検診　3,399人
大腸がん検診（特定年齢受診勧奨）3,815人
大腸がん検診受診率（対象人口率加味）8.4%
肺がん検診　2,131人
肺がん検診受診率（対象人口率加味）2.5%
胃がん検診（バリウム）1,891人
胃がん検診（バリウム）受診率（対象人口率加味）2.4%
胃がん検診（内視鏡）874人
胃がん検診（内視鏡）受診率（対象人口率加味）5.9%

骨祖しょう症検診　516人
肝炎ウイルス検診　488人

【健康診査】
実施期間7月から10月まで（3か月間）とし、完全予約制にして実
施。
成人健康診査　 1,252人（34.8%）
若年層健康診査   820人
特定健康診査  17,689人
後期高齢者医療健診  17,974人
成人歯科健康診査　   5,137人（実施期間9～11月）

【健康教育】
歯科健康教育（歯科）1回　77人参加（オンライン）
出前講座            4回（保健師・栄養士）
健康づくり教室  2回（保健・栄養）（オンライン）

３
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　新型コロナウイルス感染拡大防止を目
的とした制限について、適切に緩和して
実施することで、参加人数が増加したた
め。

　参加人数の更なる増加を目指す必要が
ある。

成人のための運動教室実施
教室数　　　 8コース
教室実施回数 　  240回
申込人数　 延    550人
参加人数　 延　5,500人

令和５年度

【がん検診】
　令和４年度は保健センター工事の関係
で後期期間のみ実施。令和２年度以降ほ
とんどのがん検診で受診者数は減少傾向
にあるが、期間の短さと受診者数を鑑み
ると受診者数は戻りつつあると考える。

【健康診査】
　令和４年度は完全予約制は継続したも
のの、受診期間の延長は廃止し、実施内
容についてもコロナ禍以前と同様に実
施。令和２年度以降受診者数は減少傾向
にあったが、今年度は微増となってい
る。

【健康教育】
　昨年度同様に歯科健康教育はオンライ
ンで実施し、参加人数は微増した。オン
ライン講座を増やしたり、出前講座を再
開したりすることができた。市民の健康
に関する情報に対してニーズが戻りつつ
あると考える。

【がん検診】
　市民の検診へのニーズは戻りつつある
と考えており、コロナ以前と同様に、前
期と後期で実施し、市民が受診しやすい
環境を整えていきます。引き続き、がん
検診の重要性について普及啓発できる機
会を工夫し、受診率の向上に努めていき
ます。

【健康診査】
　微増はしているものの、依然としてコ
ロナによる受診控えが懸念されておりま
す。今年度は感染症対策のため実施して
いた完全予約制を廃止し、医療機関と連
携しながら、より受診しやすい環境づく
りに努めていきます。引き続き、市民の
健康増進につながるよう普及啓発に努め
ていきます。

【健康教育】
　オンライン講座等工夫して実施し、昨
年度よりも参加人数や参加回数を増やす
ことができた。出前講座の依頼等対面で
のニーズもみられているため、感染状況
の推移には留意しながら、対象者が楽し
んで参加でき、健康に対しての意識が高
められるように工夫していく。

【がん検診】
　受診者数が回復してくることを目指し
ます。受診控えしていた方がまたご自身
のからだをチェックする重要性に気付い
て受診していただけるように、広報等を
活用し、普及啓発を継続していきます。

【健康診査】
　受診者数が回復してくることを目指し
ます。コロナ禍以前と同様の実施期間・
実施内容になることで医療機関と連携
し、受診しやすい環境を整えていきま
す。

【健康教育】
　対面でのニーズの高まりを受けて、対
面による健康講座の回数を増やしてい
く。さらに、オンラインによるメリット
もあったため対面とオンラインのハイブ
リッドで実施するなど工夫をして、より
多くの方が参加していけるように実施し
ていく。
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目　　標 　Ⅲ　人権が尊重される社会の形成

課　　題 　４　相談体制の充実

施　　策 （１）相談窓口の充実

取組と実績
担当課
評価

69 健康推進課

　家庭における健康管理のため、個別の相談に応じ、必要な指
導・助言を実施した。

保健相談室　243回　2,388人
来所64人、電話相談2,271人、訪問53人

３

70① 多様性社会推進課

　実施なし。

２

70② 子ども家庭支援課

○取組
　令和４年度のパパママ学級（両親コース）はコロナ禍での開催
で、感染防止対策の上、規模縮小で実施。助産師による沐浴体
験、母子保健サービス等の案内、赤ちゃんとの生活や出産後の母
のサポート等父親の役割についての講話により積極的に父の育児
参加を促す内容で実施した。父親への啓発を目的として例年同様
に「パパと子手帳」も配布した。
　妊娠前女性から妊産婦に対して食事や栄養に関する情報をホー
ムページで提供した。
　助産師相談でも感染防止対策の上、授乳の相談のほか、母体の
回復状況や家族計画などの相談も行なった。
　府中市助産師会に委託し、市内の中学校等で性教育を実施し
た。

○実績
助産師相談（母子保健相談）           496人
パパママ学級（母親コース）（年12回） 166人
パパママ学級（両親コース）（年12回） 625人
中学校等での性教育　　　　　5か所　  845人

３

　個々人が抱える様々な問題を解決するため、相談者が利用しやすい体制づくりや相談窓口
の周知を図り、関係機関と連携して専門的な視点から問題解決の支援を行います。

※　該当事業（29.31.59.63.69）は再掲のため省略

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

健康に関する相談

リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの啓発

リプロダクティブ・ヘルス
／ライツの啓発
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている

　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉

　　３…おおむね予定した成果が出ている

　　２…予定した成果があまり出ていない

　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　相談件数は昨年度より減少しているも
のの、昨年度はコロナに係る対応依頼が
あったため電話件数が増加していたこと
を鑑み、コロナ禍以前と同程度の相談件
数と考える。ただし、コロナ禍以前と比
較すると、来所の相談件数は大きく減少
している。訪問について栄養士の出張先
での相談件数増加がみられる。今後、対
面での相談ニーズが回復してきたり、講
座等が増えてきたりすることで相談の機
会が確保していけるといい。

　引き続き、相談しやすい環境づくりに
努めていく。継続支援を通して、必要な
専門機関と連携して支援していく。

　来所・訪問の相談件数が回復してくる
ことを目指します。対面での相談を控え
ていた状況から、継続した支援につなが
りづらかった現状が考えられます。引き
続き、相談者が相談しやすい環境に努め
ます。

　講座等の実施が行えなかったため。 　オンライン講座も含めて実施を検討す
る必要がある。

　講座１回20人

　新型コロナウイルス感染症の拡大状況
と参加希望者のニーズに合わせ、来所と
Webで実施した。
　実際に赤ちゃん人形を用いた沐浴体験
や産後の生活についての講話等により、
父母が出産への見通しを持つことができ
たと思われる。
　可能な範囲で自己紹介等交流の機会を
設け、同時期に出産する妊婦がいること
を参加者同士が知ることで、仲間づくり
や励みのきっかけにできたと考えられ
る。

　原則、LINE予約のため、参加希望者全
員が参加できているのか把握できていな
い。今後、新型コロナウイルス感染症の
５類移行に伴い、参加者人数の検討が必
要である。
　参加者同士の交流が実施できないこと
が多い。仲間づくりや父親支援をどのよ
うに行っていくか検討が必要である。

　令和５年度のはじめてのパパママ学級
（母親向けコース）では、参加者同士の
交流の時間を持てるよう、実施時間を変
更する。新型コロナウイルス感染症対策
で実施を一時的に中断していた試食やパ
パママ文庫、妊婦ジャケット体験等父親
向け支援を再開する。
　集団での実施が難しい場合はWebでの開
催や個別対応を実施していく。

令和５年度
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目　　標 　Ⅳ 男女共同参画社会づくり

課　　題 　１ 男女共同参画意識の普及・啓発

施　　策 （１）広報・啓発活動の充実

取組と実績
担当課
評価

71 多様性社会推進課

　令和３年度に改訂した「男女共同参画表現ガイドライン」を庁
内へ共有した。

３

72① 秘書広報課

　男女共同参画週間やフチュールの催しなど、男女共同参画に関
する記事を、主管課からの依頼に基づき、広報ふちゅうに掲載し
た。

３

72② 多様性社会推進課

　情報誌「フチュール」を３回発行。
　また、広報ふちゅうに「男女共同参画週間」「女性に対する暴
力をなくす運動」の特集記事を掲載した。 ３

73 多様性社会推進課

　オンライン講座を含め、各種講座を開催し意識啓発を行った。
　講座(年間)
  R4  186回(48講座) 2,798人(男性719人)
　R3  148回(46講座) 2,162人(男性356人)
　R2   78回(30講座) 1,290人(男性316人)
　R1  181回(57講座) 3,898人(男性562人)
  H30 173回(56講座) 4,746人(男性933人)
  H29　90回(72講座) 5,828人(男性736人)

　男女共同参画推進フォーラム
　R4　全10講座（オンライン同時開催含む）
　　　参加者   726人
　R3　全6講座(オンライン開催)
　　　参加者   118人
  R2  中止
　R1　全22講座+作品展示
　　　参加者 1,278人(男性 96人)

３

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

映像・活字等における適切
な表現への配慮

広報紙・啓発冊子等での啓
発の充実

広報紙・啓発冊子等での啓
発の充実

男女共同参画についての講
座等による意識啓発

　個々人が抱える様々な問題を解決するため、相談者が利用しやすい体制づくりや相談窓口
の周知を図り、関係機関と連携して専門的な視点から問題解決の支援を行います。
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　庁内にて情報共有したため。 　継続的に男女平等の視点に立った適切
な表現の調査等を行う必要がある。

　職員に活用してもらえるよう周知を行
う。

　男女共同参画社会の実現に向けた市政
の取組等について、広報紙等で取り上
げ、市民への情報発信を行っていること
から、一定の成果は得られている。

　男女共同参画社会の実現に向けて、市
民が取り組むべき、より具体的な行動等
について啓発が必要である。

　男女共同参画社会の実現に向けた具体
的な行動等について、広報活動を継続
し、広く市民へ啓発する。

　計画通り、登録団体連絡会と連携しな
がら、情報誌「フチュール」を作成・発
行したため。

　情報誌「フチュール」の配架先、閲覧
方法などの検討。

　情報誌「フチュール」を年３回発行す
る。
　広報ふちゅうに男女共同参画週間等の
特集記事を掲載する。

　新型コロナウイルス感染症の影響も減
り、参加者数が例年の推移に戻ってきて
いる。

　引き続き、男性の参加者を増やすこ
と。

　男性の講座参加者を増やすため、父親
向けの講座などを検討・実施する。

令和５年度
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目　　標 　Ⅳ 男女共同参画社会づくり

課　　題 　１ 男女共同参画意識の普及・啓発

施　　策 （２）情報の収集・提供

取組と実績
担当課
評価

74 多様性社会推進課

　男女共同参画推進協議会を開催し、検討した内容について市長
に答申した。
　主な検討内容等
　・第６次府中市男女共同参画計画の推進状況の評価
　・センターの事業計画及び運営についての検討
　開催回数　４回
　男女共同参画推進協議会委員
　11名（男性３名、女性８名）

３

75 多様性社会推進課

　重点取組事項として「職員を対象としたワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に向けた取組の実施について」の検討を行った。
　本部会議　２回
　幹事会　　２回
　専門部会　２回

３

　各種の施策の基礎資料とするために、女性問題についての国や都、他の自治体や団体等の
動向を把握するとともに、市民意識の実態等を調査し、各種の情報・資料の収集・提供に努
めます。

男女共同参画の推進に係る
庁内推進組織の運営

事業項
目番号

事業項目 担当課

令和４年度

男女共同参画の推進に係る
検討機関の運営
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【担当課評価基準】　

　　５…予定より大きな成果が出ている
　　４…予定した成果が出ている〈基準＝100％の達成率〉
　　３…おおむね予定した成果が出ている
　　２…予定した成果があまり出ていない
　　１…予定した成果が出ていない

令和４年度

評価の内容 取組に対する今後の課題 計画及び目標

　計画通り男女共同参画推進協議会を開
催し、市の男女共同参画の推進に寄与し
ているため。

　引き続き、協議会からの提言等を踏ま
え、センターの運営などを行っていく必
要がある。

　次の内容について検討・評価を行う。
・第６次府中市男女共同参画計画の推進
状況の評価
・センターの事業計画及び運営について
の検討

　計画通り重点取組事項として、職員に
おけるワーク・ライフ・バランスを推進
するためのPDCAサイクルによる取組を
行った。

　ワーク・ライフ・バランスの取組等が
形骸化している部署があるため、その改
善を図る必要がある。

　重点取組事項として、職員を対象とし
たワーク・ライフ・バランスの推進に向
けた取組を実施する。

令和５年度
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別表

人数
割合
（％）

人数
割合
（％）

1
府中市総合計画重点プロジェクト（府中市まち・ひと・しごと創
生総合戦略）推進協議会

附属 8 4 50.0 4 50.0

2 府中市本町保育所移転・新設・跡地活用事業者選定委員会 附属 3 2 66.7 1 33.3

3 府中市入札等監視委員会 附属 3 2 66.7 1 33.3

4 府中市行政不服審査会 附属 5 3 60.0 2 40.0

5 府中市防災会議 附属 28 24 85.7 4 14.3

6 府中市国民保護協議会 附属 29 25 86.2 4 13.8

7 府中市市民協働推進会議 附属 11 9 81.8 2 18.2

8 府中市オンブズパーソン 附属 2 1 50.0 1 50.0

9 府中市情報公開・個人情報保護審議会 附属 10 6 60.0 4 40.0

10 府中市男女共同参画推進協議会 附属 11 4 36.4 7 63.6

11 府中市文化センターあり方検討協議会 附属 14 8 57.1 6 42.9

12 府中市国民健康保険運営協議会 附属 17 15 88.2 2 11.8

13 府中市農業振興計画検討協議会 附属 9 5 55.6 4 44.4

14 府中市環境美化推進委員会 附属 10 8 80.0 2 20.0

15 府中市空家等対策協議会 附属 14 12 85.7 2 14.3

16 府中市環境審議会 附属 20 17 85.0 3 15.0

17 府中市環境保全活動センター検討調整会 その他 10 8 80.0 2 20.0

18 府中市自然環境調査員会議 その他 13 8 61.5 5 38.5

19 府中市交通安全対策審議会 附属 23 18 78.3 5 21.7

20 府中市自転車対策審議会 附属 11 10 90.9 1 9.1

21 府中市廃棄物減量等推進審議会 附属 13 10 76.9 3 23.1

22 府中市リサイクルプラザ整備等事業者選定委員会 附属 7 4 57.1 3 42.9

23 府中市生涯学習審議会 附属 22 14 63.6 8 36.4

24 府中市市史編さん審議会 附属 10 8 80.0 2 20.0

25 府中市文化財保護審議会 附属 10 9 90.0 1 10.0

26 国史跡武蔵国府跡保存整備活用検討会議 その他 17 15 88.2 2 11.8

27 府中市図書館協議会 附属 10 3 30.0 7 70.0

28 府中市美術品収集選定委員会 附属 6 4 66.7 2 33.3

29 府中市美術館運営協議会 附属 12 4 33.3 8 66.7

30 府中市民生委員推薦会 附属 14 7 50.0 7 50.0

31 府中市福祉のまちづくり推進審議会 附属 15 8 53.3 7 46.7

32 府中市福祉施設における指定管理者候補者選定委員会 附属 6 2 33.3 4 66.7

33 府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画推進等協議会 附属 15 9 60.0 6 40.0

34 府中市在宅医療・介護連携会議 その他 38 24 63.2 14 36.8

35 府中市介護認定審査会 附属 60 34 56.7 26 43.3

36 府中市障害者計画推進協議会 附属 18 10 55.6 8 44.4

37 府中市障害者等地域自立支援協議会 附属 18 8 44.4 10 55.6

38 府中市医療的ケア児支援推進連携会議 その他 18 5 27.8 13 72.2

39 府中市保健計画・食育推進計画推進協議会 附属 13 7 53.8 6 46.2

40 府中市胃内視鏡検診運営委員会 その他 6 5 83.3 1 16.7

41 府中市予防接種事故調査会 附属 6 5 83.3 1 16.7

42 府中市子ども家庭支援センター運営会議 その他 15 5 33.3 10 66.7

43 府中市要保護児童対策地域協議会 その他 47 26 55.3 21 44.7

44 府中市子ども・子育て審議会 附属 20 10 50.0 10 50.0

45 府中市青少年問題協議会 附属 28 23 82.1 5 17.9

46 府中市土地利用景観調整審査会 附属 7 5 71.4 2 28.6

47 府中市建築紛争調停委員会 附属 3 3 100.0 0 0.0

48 府中市都市計画審議会 附属 17 15 88.2 2 11.8

49 府中市地域公共交通協議会 附属 20 17 85.0 3 15.0

50 府中市立公園における指定管理者候補者選定委員会 附属 7 5 71.4 2 28.6

51 府中市建築審査会 附属 5 3 60.0 2 40.0

52 府中市都市・地域交通戦略（分倍河原駅周辺地区）推進協議会 附属 14 13 92.9 1 7.1

53 府中市学校適正規模・適正配置検討協議会 附属 12 7 58.3 5 41.7

数 委員数計 男性計 割合(％) 女性計 割合(％)

附属機関 43 616 420 68.18% 196 31.82%

その他会議 0 164 96 58.54% 68 41.46%

計 43 780 516 66.15% 264 33.85%

事業項目番号１　附属機関等の委員の男女構成比一覧

委員数

男性委員 女性委員

令和５年３月３１日時点

90

附属機関等の名称 種別
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２ 府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関する 

ことについて 
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「府中市男女共同参画センターの事業計画及び運営に関することについて」は、

当協議会では次のとおり検討を行いましたので、報告します。 

 

１ 男女共同参画センターにおける啓発事業等について 

(1) 男女共同参画センターの施設及び事業の周知活動について 

府中市男女共同参画に関する令和５年度市民意識調査では、34.5％の市民が男

女共同参画センターを「知っている」と回答していますが、実際に利用している

市民は 6.3％と極めて低い状況です。また、平成３１年度に施設名を「スクエア

２１・女性センター」から「男女共同参画センター『フチュール』（以下、「フチ

ュール」といいます。）」へ変更されましたが、名称変更以前と比較し、施設名の

認知度が大きく下がっていることが懸念されます。 

府中市民の男女共同参画意識を向上するために、まずは「フチュール」の認知

度を向上させることが不可欠であると考えます。より多くの方に知っていただく

ためにも、引き続き、他自治体等の男女共同参画センター等の状況を把握し、運

営方法を参考にして利用者数の改善を図ってください。また、ＳＮＳ等も活用し、

周知活動に取り組んでください。 

施設における Wifi 環境の整備及びコワーキングスペースの導入は、「働き方」

が大きく変化する昨今において、市民が施設を利用するきっかけとしても効果が

あると考えます。引き続き、事業の周知や利用しやすい環境の整備に努めてくだ

さい。 

 

(２) 男女共同参画に関する講座の実施について 

第６次府中市男女共同参画計画の推進を目的とした講座等に係る事業計画と

し、男女共同参画社会の実現に向けた各種主催講座のほか、東京都や市内事業者

と連携した講座、市民で実行委員会を構成し、登録団体等と協働して実施する府
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中市男女共同参画推進フォーラム、市民団体が企画及び運営する市民企画講座や

協働講座などの意識啓発事業が計画どおり実施されているとともに、講座の内容

に応じた開催方法の工夫（オンラインや、会場及びオンラインの同時開催等）も

されています。   

また、女性が活躍するためには、男性の働き方改革や家事・育児・介護への参

画が必要不可欠であり、男性をターゲットとした講座の企画が進められているこ

と、さらに市内事業所に向けての意識啓発に関するセミナーも開催されたことは、

評価します。 

なお、これまでの事業に加え、性的マイノリティに関する理解を促進するため

の取組みも積極的に進めるようお願いします。 

 

２ ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）被害者への支援について 

 「フチュール」では「女性問題相談」による被害者支援を実施しているところ

ですが、コロナ禍において多くの女性が翻弄され、現在もその影響を受けている

市民は多くいると思います。ＤＶや虐待、貧困などで悩む女性への支援を継続的

に進めてください。また、市民意識調査では、自身や身近な人が暴力を受けてる、

もしくは受けていることに気づいたときに、「相談したかったが、相談先を知らな

かった」と回答した割合が 15.6％でした。今後も、積極的に相談窓口の周知に努

めてください。 

 ＤＶ、デートＤＶは当事者が気づきづらいこともあり、潜在的な被害者は多く

存在するため、若年層への意識啓発は重要であると考えます。現在も大学や市内

中学校と連携し意識啓発講座を実施しているとのことですが、今後も継続的に意

識啓発、相談窓口の周知に努めてください。 
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３ 府中市男女共同参画市民企画講座の選考について 
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「府中市男女共同参画市民企画講座の選考について」は、当協議会では次のとお

り採点し、検討を行いましたので報告します。 

 

令和６年度 府中市男女共同参画市民企画講座 一覧 

応募順 講座名 
平均点 

（合計点） 
順位 採否 

１ 春からワーキングママの印象力アップセミナー    

２ 
「働く女性のための資産所得倍増計画！」 

～投資・新 NISA・iDeCo のキホン講座～ 相談会同時開催 
   

３ 
カラダも心もスッキリ元気教室 

～心が動く介護予防教室～ 
   

４ パパと一緒にリトミック♪    

 
男女共同参画推進協議会 委員からの意見等 
・ 
・ 
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参 考 

 

会議の経過 

 開催日 内容（主な審議事項等） 

第１回 
令和５年 

５月１８日 

・第６次府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に

ついて 

第２回 
令和５年 

 ７月２１日 

・第７次府中市男女共同参画計画策定に係る市民意識調査の調査票

について 

第３回 
令和５年 

 ８月２４日 

・第６次府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に

係る担当課ヒアリング、及び第三者評価について 
・第７次府中市男女共同参画計画策定に係る市民意識調査の調査票

について 

・第７次府中市男女共同参画計画策定に係る市内事業所意識調査に

ついて 
・令和６年度府中市男女共同参画市民企画講座 募集要項（案）に

ついて 

第４回 
令和５年 

１０月２５日 

・第７次府中市男女共同参画計画について 

・第６次府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に

ついて 

第５回 
令和５年 

１１月３０日 

・第７次府中市男女共同参画計画策定に係る市民意識調査（速報）

について 

・第６次府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に

ついて 

第６回 
令和５年 

１２月２１日 

・第７次府中市男女共同参画計画策定骨子案等について 

・第６次府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に

ついて 

第７回 
令和６年 

１月３１日 

・令和６年度府中市男女共同参画市民企画講座について 

・第６次府中市男女共同参画計画推進状況評価報告・第三者評価に

ついて 

 

 

 


